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イングランドおよびウエールズにおける
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終わりに

はじめに

本論jとでは、イングラントおよびウエールズ(以下「イギリス」という。)

における上訴制度について論述寸る戸イギリスにおいて事実認定の判ぃ Fは|宕

審であり、その判断を裁判官が筒中に援「ようなことは、被告人の陪審裁判を

受ける権利を伝古 1"， ~t されなしL また、陪堺市]度は、士三い歴史を右し、 l 隣人

による裁判」をイ料見するものとして、裁判官から神司l偲されてきたリしかしな

がら、|宕存の判断を布重すると、公判は ~M也なく行われたが、陪詳の判断が誤っ

ているJ品合、被告人の救泊が非市に困難になるという問題が生じてきたベとだ陪?

に、イ下')スでは1980イ1ftのIRi¥に関する深刻なぷ判事件がIIじるまで、|活

審の事実認定に介入しようという動きはあったものの、不十分ごあり、実際に

迅述な紋済はできな~追った。それらの誤判事件をそけて l設すされた刑事事件に

関する二五立委員会 1 (The Royal COlllllliSSiOI1 011 Crilllinal Justice) (以下「二五立

1 この王JL委員会は、パーミンガム シックス(日irminghamSix)事刊の有罪

判決が破棄された同日に内務大内によって設すをすされた 2 ノ、ーミンガム・

シプクス事件とは、パーミンガムにおいて1974年にパブを爆依したとして有罪

判決を受けたら れが、 16イ|後に誤刊の被古長であったと判明した事件である。

委員長は ViSCOlllltf<Ullcilll<'ln of D開 fordが務め、 199:1年7月に、刑事司法に閲

する1並々な提言を盛りこんだ報山古をまとめた口 TheRoyal Commission on 
Criminal JIl叫lC(つRCjl川 LCm2263 (l993i 

北法S8U玖):J)30日 [186] 
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委員会」という。)の械告があり、その後成すした1995'7"刑事|訴法により刑

事事件再審委員会 (Cri川 inalCases R引 ie¥vCommission) (以下 'CCRCJという，，1

が氏支"された。 CCRCは砕かに具体的な被会者を村、i斉できるが、それによっ

てやはり陪審の事実辺、疋の尊-lii-は後退しているのようにも囚われるけ一方で、

CCRCが裁判所とは祉関係な独¥1_0)機闘であること、片面的措成をしているこ

とから、その出を簡単にクリアできているとは思えない。従って、本百布主では

イギリスにおいて附審の尊重と被告人の具体的救済の問題をどのように解決し

たかについて採ることを同E虫色、識としたい{

そのために、最初に複雑に絡み合ったイギリスにおけるト訴制l支の概要を前

提として述べる口続いて、主に作Jf院が上Jrをどのように取り扱ってきたのか、
具体的には、事実認定の審育方法、 [){I'審許決破棄の条件、新証拠の取り扱い等

を検lオするひさらに、 1995年以前の21刊事刊に刈「る政府の刈応、王立妥員会

報告につながる CCRC以前からの誤刊の救済に関する議論を検討する。そし

て最徒にじじRじり成止の過程およびじじRじそのものの考察を行う

第一章 イギリスにおける上訴制度

本中では、イギリスの刑事上訴制度について概糊する。第一節では、複雑に

入り組んずいる卜訴審の構造について坐珂をする九それを前提として、第一

節ではそれぞれの上訴容ではと的ような上訴F続がなされるのか、について芹

及ナる c これにより、イギリスにおける卜訴制l支の概要、志木珂念、問題凸、を

検討する。

第節上訴審の構造

、イギリスの上訴制度の沿革

上戸尾市IJ皮の果たすべき役割は つあり、第 に、不服のある訴訟当事者のた

め治 審判決の妥当性を審査する機会を与えること、約 に、小当な結果を導

2 刑事ト訴巾l肢の概略について述べられた丈献として、板;'cII:.If逝「イギリスに

おける刑事上Jr制度と法務総裁による昭会について」判例タイムズ1079号
(2002)お頁、がある。

[187] 北法;)8(1日141304
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く誤 i')、イ、荘、誤った自由裁量を置すことを裁判所に求めること、おこに、 卜

級官裁判)YIの判決に、 う主のk1t-(r9な基準を持たせることである 3

歴史的な背出、を見てみると、かつてイギリスでの|訴千杭は非常に限定され

ていた口法律問題に閉しては、例外的に、誤審令伏 (Jhe¥vrit of error)、異議

趣意書 (as出 ofcxccpLIons)があったが、 |級審には、破棄自判する権限が

年く、王手しか去すことしかできなかった，

事実問題に闘し亡は、更にMしい状況にあり、 19世紀までは叶f審によるイ守山

判決に対する上~J~iljlj度はヤ〈存有しなかった。 1848年になって、刑事留保問題

j.J託裁判所(Lll(川町lr川 c，川nCascs R('S('l、cdlが戸支社された議会では1830

年から 19C附年の I~J、少なくともお回も刑事事刊における上Jの問題を取り上げ

たu そして、特には却!な誤判事件と弓われるアドルフ ベ yク事件 (lh，

Ac¥olf Beck case) ~を契機として、 190ï年についに刑事件訴院 U11e Court of 

Criminal i¥ppc冶L)がぷずされることになった九

二、刑事裁判手続きと犯罪類型

上訴「続を理解する H'J抗として、最初Jに簡単なイギリスの刑事裁判「続きと

犯罪類剖を見ておきたいc犯罪は正式起訴犯罪(indictableoffenc出)、 i岩択可

能犯罪 (offcnccstriablc ciLhcr way)、略式起訴犯罪 (summaryoffcncc引の一

つに区別されるυ 正式起訴犯罪は、謀殺、以殺、強dZ等のE罪であり、刑事法

院のみで詐理可能な犯罪である行選ttc可能犯罪は、窃盗、重度のRE物tm士、無
謀運転等が合まれ、この犯罪の被告人は、治安判事裁判肝 (magistl礼tes'cuurtJ { 

" :L .... l Zandcr 'Cascs and :vlalrrialぉont11r En五;lishLc只alSystcm gl.ll rdi l ion 

(200:i) llutterworths. )).619 

J Ibid.. (r.叩 tnotc3 abovc) p.620 

口アドルフ・ペック事件の詳細についとは、庭山，H:tt'イギリス刑事裁判の研

究巴学防古出 (1981)91民主主昭。

“Zant1cr， op.cil. (flり{山lOlc3 abo刊)1'.620 
7治安判事裁判JYI' (magistrates' court) は、法伴家ではない治安判事

(magisLralcまたは jusLiccof pcacc)によって構成される裁判所である。なお、

χ都市ではTト件数の増加に伴い、治安判事だけごは処珂できなくなったため、

専門の法律職である有給治安判事 (stipcndiar.ymagislralc) によって構成され

る場合もある己また、治安半IJ'jJについて蛤:越溢弘編 l防審制民を巡る諸問題』

現代人主社(1997) 14:1貝、に;Hしい記述がある〉

北法S8U玖l:l):ll氾 [188] 
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または刑事法院 (crowncourtJおでの裁判を選択することができるリ。附式起訴

犯罪は治安判事裁判所で者珂する峰微な事件で、父通法違以事件のん半および、

暴行、飲酒による牧町p違反、客~I き行為等である 1リコ

三、各裁判所への上訴

ここからは各裁判所へのそれぞれの上Jf経路について筒J恥する{

1 治安干I事裁判附から刑事法院への上Jr
治安判事裁判所におい亡、結審を迎える事件は略式起訴1日正あるいは選択口J

能犯罪である この治安判事裁判所からの上訴は、有罪判決および量刑を理ri1

と仕る卜訴は刑事i1、院へ"、 ;1、律違反を埋白と「るト訴は瓦|座部12 (Ql1c('n's 

Bench D山 isionlへおなされる{

刑事;1、院における卜訴審Hは、'jf'支問題、法律問題、量刑問題を合的亡、再

度的事実詐理(rchcaring) を行うすなわち、証人は丙び尋問されし、新たな

証人を喚問 J一ることもできる。この審理は、職業裁判官1名と 2名から 4名の

民刑事II、院は、正式起訴犯罪および選択可能犯罪の第 審を取り扱う地合、事

実認定を相当寸る|宕存と訴訟JT鮮を相当1る裁判官によって構成される戸
リ被告人の附審による裁判と裁判官による裁判の選択については、小必要と思

われるような場合にでも、陪7持裁判を聞かなくてはならないことに対する、裁

判所の負担や訴訟経済などの観点から問題が指摘されたい ¥VilliarnT Pizzi 

γhe引開IIgr泣き ufthe CrOWll Courr' (2000) Ne¥v L~nv Juurnal， p.1311 季日召{

10信越前掲書川 71 8 R。
II I¥'lagistarates' COllrts Act 1980，ぉ 108

12女王座部は品等法院の一部であり、主にコモンローの適出に関「る民事事刊、

商事事件等の結 審を担当する 両等;1、|完は、いくつかのト仲裁判所(ぉIlj)cnor
cou I.t) を統合して作られた裁判川ごあゐ}大法(t;出(，ChanceryDi可ision)、家

事部 Wnmil}Diもisionlそしてk二巨座部 (quccn'sDi、ision)のご部からなるれ
IJ rVlagistrates' COllrts Act 1980‘s .111 

H 'Judicinl Stalistics Annunl Rcporl2005 (Rcviscd)' (2006) DcpnrtmcllL 01 

Constitlltional Aff九"九七山lp6.14. (http:/hv¥V¥v.dc;t.g川Ilk/dept/d叶lstrat.htmlJ

治安判事裁判所から刑事法院への上Jfについて、目川5年において、処理引数

12，805件ごあり、そのうち認容3，G31件、却下3句791件、量刑法更1，88G件、そ

の他3，4771斗であったり

1，) SUprCIllC Courl [Scnior CounぉJML  1081，8，70(31 

[189J 北法;)8(1日l2)302 
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(台、支判事のfT議体によりなされ1件、陪審による審理はなされなし、。この場介、

許可(1eave)は立、安とされなし~また、この上山は被告人側のみがなしうる 17

被告人は21日以内に 1訴を市"てる宵の通知しなければならない1ヘ刑事法院

は非市に広範な権限を有し、治安判事裁判所の判決の追芯したり、有罪判決あ

るいは貼ザ判決を夜したり、量刑jを変更したりする権限がある1九また、(台交

判事裁判所に叫訟をif:L-， }~-9 こともできるフ0

2 合且、事実記載古による女王座部に対してなされる上Jf

治安半IJ'jJ裁判所からkl座部に対しごなされるト訴 1は、治安判事裁判所か

らの合E事実記載書 (casestated)の右法により認められている:::2ひこの場合

も許吋は必要とされない己また、この卜訴は法律問題に限定されて行われるおよ

この上Jnに関しては、被山側、 ~J~迫側JJ、ノらがなしうる 2'1つ上必人が上訴を請求

すると、治安半1j'jJは、主|座部における審理のために認定された事実、参照し

た刊例、 flJ決および法律問担の内特について出耐にし、女王座部に松山するひ

裁判iYiは吉田をl山j当事者に配り、志見を求める。当事者が古面について不服で

あれば、書画。〉再提出を求めることができる。治安判事裁判所が、台理的な理

由怖く古刊のJ是出をt~否することは司 i1、審干干の対象となりうる j また、この卜

訴は事後詐構造をとる。上訴存は、 2れまたは 3れの裁判官で構成されるが、

E要なすf件については、高等i1、院円l百裁判官 (LonlChief Justice) と2名また

は31〆!の両等法院裁判宵 (hi氏11court jud貯 )2:;により構成される。また、 2111

16 Ibid.， s. 7.1 (l) 

17 i¥"Iagistr礼tes'Cumts Act 19出1.s.108 

18じriminalProcedure Rules 2005. r. 63. 2 (3) 

1り Sl1prCI1¥CCourl [Scni肝心JllrL日Ji¥cc 1日81.s.48 

ツoIbid.. s.4鈴

~I Judicial S凶lislics，op.cil. (r川lnotr11 abovc) 1'.2/1. 2005'7"において、治交

判事裁判所から !Uー阿部に対してなされた合立事実記載舌による卜訴は、処珂

件数日7件であり、認脊115件、却 1，'52件であった。

2::: i'vI礼glメnλtcs'(二(】urtsAct 1980， s .111 (1) 

23 S叩 remeCourt [Senior CounsJ Act 1981， s. 28 

~'I Ibit1.， s. 28 

ツ3高等法院裁宇IJY(は、高等法院ご民事事件を帝王早するか、または刑事法院で

極めて重大な事什を取り扱う。

北法S8U'3(1)301 [190J 
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以内に行われることがι要であるお。

3 司法審査千統によるよと干座部に対してなされる|訴

治安判事裁判191-から女土時部に対して、司法者弁手続とし追う形で上#が芯め

られている司法審査T統は、サーシオレイライ (ccrliorari)、マシデイム

ス ()nanclamL1S)、ブロビピション (prohibition)犯の決定を求めるしい立てにより

開始される。司il、審査は市すてただけでは自動的に有効とはならず、最初に中

独のおと1'11 肖から許可を得なければならない。許可が得られたならば、 ~J~âí~は合

意事実記載害(r制， ;;Lalc(1)とほぼ同様の方口、でv.1'@'部においと審埋される。

4 古安判事裁判所自身による誤りの審否および是iE

治安1'11事裁判所が 定の明らかな|削違いを犯した場合、それを是止するため

に、治安判事裁判所は白吋の誤りを審査し、間違いを是iEすることができる~!)よ

無罪を主張「る被白人を詐理し、有罪判決を卜した治安刊事は、異なる治j女1'11

$の前で審理が侃効である旨をi5'百 L、再!えの審理を命じる、あるいは量刑を

変更あるいは撤回することもできる戸

これまで、凡てきたように治安判事裁判所からω上訴についてはfI早い配慮

がなされているυ イギリス囲内においても、治安判t，裁判i~Î-からの卜訴につい

て l公、l'に申し分のない制度を形成1る30」と評価されている。この F厚い上

訴削l支の珂酬として、治安判事がi1、律の専門家ではないから間違いがあること

が当然であるとして予定されていること、取り扱う事件が略式起訴犯罪および

出 CriminalProcedme Hul出 20IJ5.c.64.7 

~7 lbid. SS. 29‘31 

m サーンオレイライは、下校裁判所の子続の記録を、高等;1、院に移送し破棄
tるために党せられる命令である日マンデイムスは、 H止裁判所がある行為を
なすことを命ずることであり、ブnヒピ〆ヨンは、 卜fす裁判所が管轄権を越え

てjJ為するのを禁じる命令であるつ'同城啓子 T裁量卜告と最高裁判11Iの役割

ザーン寸レイライとへピアス コーパス. T倉害時 (1098) 260民参出

2!) i¥'Iagistr礼tes'Cumts Act 1980，ぉ 142 

30 J R Spencer 'Jackson's、'13chineryof Justice' (1989) Cambriclge University 
Prcs;;. p. 200 

]
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選択 wJ能 j~')rであり、 fJlJiぃ!訴があったとしても、 |訴裁判所の負担が小さ

いことが挙げられる。しかしながら、問題となるのは陪審制度を有する刑事法

院からの 1-.1訴である一

日 刑事法院から控訴|淀川l事部への|訴

止式起訴犯罪あるいは選以可能犯罪の中で妙、白人が刑事法院での裁判を布望

した場作、刑事il、院において附審による裁判が行われる。この刑事1'.1、院からの

上Jf7J¥作Jfpじ刑事部(じOLLrtof Appeal Criminal日目ision)に対して行われるつ

控訴院へのト訴は許口Jが必要となるへこの許wJは控訴|完かり発せられる汽

まず、許可申請は、単独の裁判トイ(通市、高等法院裁判トイ)によって事理され

る叱この裁判官は書目のみを考[章し、口頭弁論は行わ「、請求に関する決定

を行う{しかし、この請求が拒台されても、請求省は、 3人の裁判'f(からなる

合説法延による計叫請求を新たに行うことができるへこの審理では、子め当

事省は本案についての主張を周忌するよことを求められるつ許可請求が認められ

れば、その同凸、品、ら、 「ぐに審理が始められる。

また、この存理は、治安判事裁判所から刑事法院への上訴のように再度的事

九審珂 (rehe札口ng) をわわないμ ト訴人J止、特定された卜訴珂卜Hを示さねば

ならない戸 μ己主止 (LranscripL)が、被;ll人が不1肢とした原容F続きの速ぷある

いはテープレコーダーから什成されるは 子め、その記録は撞訴院裁判官により

読まれており、弁日正人はμ己鉱に基ワいて裁判官に主張を行う

日l法律問担のみの上川について許可は必県ではないという口止 の例外があっ

たが、 1995年刑事I-.i詐法 i条により、この例外は廃止された 2

に Cri川inalAppeal Act 1968. s.l なお、公判を担当した裁判'Liの卜#相当と

の証明書 (ccru[icaic) によって、控訴院に刈する上訴を行うこともできる。

日 JudicialStatistic仇 up，cit.(fuotnote 14 abuH') table 1.'/. 2005年における控訴

院に刻する上Jf許可請求の受理fl数は7，023flであり、このうち有罪判決に対

してL661件、量刑に対して5，1，8件、その他184件であった乙このうち、中j出
の裁判'1'';による許可請求の中で、有罪判決について認粁::lfメ)件、 10下LIll件、

量刑について認存1，引1件、却卜3，092件であu た

'14 Judicial Statistics. op.cit. (fuotnote 14 ab川 e)table 1. 7. 2005年において、合

議法廷に汁寸る新たな清可申】高は1，381作が主:理され、有罪判決に対して53'/什、

量刑に対して824件であったハまた、合議i1、延にょっと請求が新たに認められ

たのは467刊であり、有罪判決について141刊、最刑について3201'1であった 1
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許wJが.le.、要とされ、再度。〕事実審理が出来ない埋由は、刑事法院と控訴院の

人的資ィ!阜の違いにある 刑事法院はが)7110名の職業裁判 Icと約25.000名の治安

判事を布し出、 hで、控訴院裁判官は民事を含めても371'，である%。これでは、

略式起訴犯罪の場合と|日l様に審珂をiJ うことは W~となし h さらに、徹底的な制

限がぷせられなければならないし、審理f続きは非常に迅辿になされなければ

ならないっ従って、上Jf許可による選別が必叫になる。

6 作Jf ~J~から貴版院への上Jr

控訴院から貴族院へのト訴ができるす7 この卜訴は、 般的公共U'0亘要性

(generzll public importance)を持つ法律問題を取り扱う 38 その際、作Jf院は、

本件が 般的公共u<.J亘要性を持つことを証明しなければならない。それに加え

て、イミ引が貴族院により考慮されるべき問題を含も旨の許可が作J~P;~あるいは

貴族院から得りれなければならないい検察側からの卜訴も認められる。

7 k I出古1;から貴族院への飛躍卜訴

女王座部から貴族院へ直扱上訴ができるこの上訴 F続きは控訴院から貴

族院へのト訴と同様であり、 般的公j七的屯要性を持つU、律問題に関してなさ

れるまた、女王座部は、証明および許可を得なければならない この上訴

については検鮮側からのト訴も認められる A

四、訴追側の上訴

同 Spゼncer.up，cit. Uoutnute 利札bu¥'e)p. 202 

36 ludicial Statistics. op.cit. (f∞tnote 14 above) table 1 .7 これは2(川6年 1日1

日現在の数である乙

:17 Criminal Appeal Act 19fiお。 S.::1目。

制 JudicialSLnlisucs. op.cil. (rOOlIlOLC 11 abovc)凶blc1.3， 1.1. 2005年におい

て、控訴院からの h訴許可は21件が取り扱われ、許可 8件、却下10件、巾請途

中が3件であった戸また、 12ftの上訴存のうち、認平手 8ft、却 Hftであったc

"l!J i¥dministratioll ()f Jl1sticc i¥ct 1969， s.12(3) 

'10 Juclicial St3tiStiCS. op.cit. (footnote 14 above) table 1.3， 1.4. 2005年におい

て、 Lど二巨座部からの|訴許日」は20ftが取り吸われ、 J午μJ5 f't、主，11卜15ftであっ
たりまた、7f千円上訴審のうち、却下 5件、審即途中が2件であり、辺、刊され

た上訴は鉦かった戸
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治 審終f後、通常、訴追側はi山ニ印判決に対して 1訴権を持たなし、。しかし、

例外がある{それは、合厄事実記載需による法律問題に関する上訴と、刑事法

院でなされた訴訟の控訴院に対する法律問題に|勾する|訴であるまた、見工

年の法改止によりcii追仰l上山はさらに拡大されている。これら例外とされる訴

追側|訴をそれぞれ述べる。

I 作意ゴ主主記載害による/，(1座部への訴追側ト訴

合 E事実記載告のノら法により、上~J~;!J{~:2!存されれば、 ~J~訟は差 LJ犬されるへ

その際に、i1、律問題に悶仕るι|座部の決定lこ照らし亡、有コド半IJ決にrべきあ
るいは、事案を円ィトト理「るべきという邑見が付されるじ

2 刑事法院から作Jf院刑事部へのJfifl側上川

1972fまで、刑事法院における『品判決に対L-C訴追側の卜訴子段は侃かヮ

たが、 1972年刑事 μI法法36条 13 に基っき、刑事法院における説記側上J~í0{:rJi た

に認められた"この r_~Jf は、 u、務総裁 (Attoney Genenll) によって控訴院に

刻してなされるい{上訴の対象は法律問也に|浪疋され、上訴の結果は原詳の結

果に影伴しないυ 控訴院の審予後に、控訴院が貴族院によりこの問題が考慮さ

れるべきであると主えたならば、貴族院に付託される可能性があるコ

また、 1988年押IJt，ト司i1、法36条4(iにより、刑事法院における判決のうち、概端

に寛大な孟卯lについても訴追側の上訴権がd、められた17っこの上訴は法務総裁

"裁判官の決定けu1 i ng) に対する訴追側卜訴については'Pl-O刊 Clltiol1 

.AppC<lls 1¥只ainslJud氏cs'Rulingゲ1¥ConslllLation Papcr :'{oI58. 

(hllp:/ /www.lawcom.gov.llk/libra円 /lccp158/cp158slll1l. ptl f)がある。

-n Supreme COllrt [Senior COllrtSJ Act 1981， s. 28A (2) . 

刊 CriminalJllSlic仁 Acl1972 ぉ 36

"刑事法院から持説院への骨子罪判決および菅刑に対する上訴について、板津

前tlO(注 2)Iイギリスにおける刑事上訴制度と法務総裁による出公について」

が詳しし~

日 JlldicialStatistics. op.cit. (f∞tnote 14 abow) table 1 .7. 2004年において、法

務総裁による1972苧刑事ト訴口、36条に本っく卜訴許吋の申請は 5件であった。

46 Cri川inalJustice Act 19出土 s. :16 

17 Juclicial Slatislics，りp.cil.([OOLnりLCH abovc) labl仁1.7. 200.1 'tにおける
1988年刑ナト司;1;i1、:16条に主主づく量刑に対するト訴許可は160件であった{
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により付託され、控訴|涜の許υJがなければならない。当初、この|訴の結果は、

被告人に実際に科せられる景刑には桜響せず、将点における同様の訴訟にのみ

影響する予定であった。しかし、保守二党目玉員からの反対により、この|訴は現

実の訴訟に対しても影響を持つことになったり

二巨す委員会は、 ~~W判 iたを得るために陪審の買収によって布ザ判決をJ主けた

人物がいる場合、訴追側は、軒罪判決を受けた被告人に対して内ぴ訴訟を始め

る権限を有宇べきである、とし寸勧告を行った4にその結果この勧告の'1'身は

1996年「汚れた無罪 (tainteclaCCjuittals) J手続として法体で定められ'9、陪市

および証人の妨害あるいは脅山により畑山となヮたと判断された人物がいた場

合、高等法院は無罪判決を絞棄する命令をすることがむきる ただし、王斗委

員会は、訴週間証人の誤 i)の結果、被告人が爪出となった場合に訴追仰lにト訴

権を認めるべきである、という担索は支持しなかったむ

さ内に2003年刑事司口、により亘大事件に限り、控訴院は伽~)山iJ決を取り消し、

再審理を命ずることができるようになったr その'~:{，I は l 新しく有力な証拠

(n刊叩【1compelling evidence) J そして再審理をわうことがir義にかなうと

E忍めら'Lることである川。

第二節上訴手続

t:!卜では上訴 H売について検討するが、中心となるのは刑事法院から控訴院

への卜訴につい亡である A なぜなら、ili:Tちである正式起訴j日曜の第一審が刑事
法院で取り扱われる以上、その上訴は主に控訴院に対してなされるからである c

また、他の卜昨プト、治安判事の判断平i1、律問題を取り扱うのに対して、控戸fr院

では陪審の判断した事実問題を取り吸わなければならないので、陪審と裁判官

JS Rcpon，op.ciL. ([ootootc 1 abovc) p.li7， para 7!J. 

4り CriminalPl町 cdurcand Invc:叫印刷ioni¥n 1996， SS. .34-57 また「汚れた無

罪」手続について鷹野旭「一事 事理ワイギリスにおける 主の危険禁11法理

に例外をl北ける法改iFについて」判例タイムズロ000)93:R参l開。

引 CriminalJustice Act 200:j. pt. 10この---':"ili.の危険の例外につい C鷹野・前掲

(注'19)、またこの法案が制定された経緯について平田元lイギリスにおける「

Eの危険巴論議をめぐヮて 最近のU、律委員会報告舌を中心に J '党藤景岐

先生古希侃賀論丈集・十巻， hJG文立 (2001)737貝ο

[195J 北法;;8(1'290)2問
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の判断の対すが表面化しやすしL 従ってYl卜では特にことわらない限り、刑事

法院から抑止再院への上訴につい什!】lすする

一、上訴手続

u訴ア続のうち再度の事実審理の f杭をとるのは、治氏判事裁判所から刑事
法院への上山手だけむしかない。この手続は、全ての証人により新たに審瑚を始

める手続であり、 l阜審は相かったものとしとJ及われる乙しかし、それ以外のト

.Jf手続は、この場合上J裁刊叶が原裁判叶の干I決を基礎として上Jrを事理「る
事後審の形式を採っ亡いる。 ト訴人が主張すべきことは、下級審で間違っ亡い

たことを不すことむある 例えば、上.Jf人は、判決が証拠の主 '~:.rl に反して十

されていること、あるいは 定の小正が行われたことをガ娠し、そのためにl且

併の手続についての令部あるいは一部の記録を不し、判決が謀ってしミることを

明りかにしようと試みる 非常に珍しいことごあるが、証人が原審で尋問され

ていないが、例外的な条1'1 において、 J~"J千院が京l たなb正人をu日共し、証人尋問

十ることもあるλ

1 許可請求

控訴院刑事部への上訴は全て~T可を必l品:とし、許可は通常控訴院に求める。

許可請求は最初に、中5リlの裁判官 ¥i重市は高等J、院の裁判官)によって審珂さ

れる。この裁判官は書面のみを存査して、"古求の許可及び認容を決定し、 11朗

弁論をわわな1."('もしこの裁判官が許可請求を却下したとしても、 卜訴許可請

求者は新たに 人の裁判官からなる台議法廷に許可を求めることにより、許可

話求を再開するずる権利を持つつ通常は訴;n側も百五人側も合議i1、廷に山l宿す

ることはないが、作品法廷は公聞の法廷であり、実際の審理を行う〕ただし、

合議法廷で許可請求が忍刊されることは非市に稀である。もし許可請求が芯科

されれば、請求審が|訴審を兼ねる場什が多いため、あらかじめ弁護人は本業

についごの王張を問巳しておくことを事前に通告きれているド

2 許可請求に問，る法律扶助

，，1 Zande人 op.cit.(fOOtlH町')aboyt~) p.637 

回 lbid.，p. 637 
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19Gi干刑事司法法により、被告人が法律扶助川を得た|で審理において弁護

がなされる場合、上訴の問題についての法的助言に関する規定が導入された{

その規定の卜では、法律扶助が認められた訴訟において、弁E主人は依頼人に 1

clfJ甲111があろうとなかろうと、上晶玉早111を立案 fるために、許証:の最後におい

て依頼人に助をしなければならない〕この千杭は、控訴院は 1訴埋由がある

と考えるかどうか、またはずh走人が問題を考出するための11守|刊を必民とするか

とうかについてil、延で直ちに定められた書式に書き込む、というものである。

弁護人は21け以内に、それを書き込んだうえで、法的助言を守ることが't.:求さ

れるハしかし、 |す委員会の調斉によると、様々な占でこの制l支は不十分であ

ると汗価された日 というのも、被山人が法体扶助を受ける場合、弁護人は上

訴理由があるかどうかについて被告人に即I)Uした後、弁識人の義務は爪くなる乙

従って、単独裁判 J同に刈守る許可請求が-IlJ;~十されてしまうと、合議法廷へ

の請求がごきるにもかかわらず、その請求に関するB)Jtコを行うことまでJ、律扶

助によってカバーできていないおf 合議法廷における円高求の必ず予率に関して

も、力f曹人が刊I席しているかどうかが、大きな影響を日える九従って、 卜訴

，t可の刊"自求がなされる場台も、以前ぴ)，高求の法律扶助が継続されるというこ
とを児定することがぶめられる日

3 A三決勾留日数の刑期への算入に関ナるルール

見込みのない許可"古求を開始することに対する罰則として、上訴にかかった

Aの吋聞は量刑に算入しないと裁判川は命令むきる"J この命令はi成多にiJ 

日イギリスの刑事法伴扶助制度につい亡、小111雅亀「最もすぐれた刑事法律

扶助制度の位都」不刊刑事弁護 2号 (1990)3GR、l幡新大実「イングラシド・

ウエールスにおける総合i1、律支援制l肢の構造改革」季IIJ刑事弁護48り ¥2ω6)
129 fl、がある。

川 JPloLniko[[ alld R九;VooJ[以川， 'In[orm礼Lionandへd、icc[or Prisoncrs礼hOl1l
Grouods for Appeal and the Appeals Process' (1993) RoyalじommissionRe 

公cnrchSludy， "¥0 18. pp.79-89 

日 Reporr，op.cit.Uootnute 1 above) p.Hi7， para 2S 

:，6 Zandcr，op.cil. (roolnoLc 3 abovc! p.639 

ロ r"eportφup.cit.(f仰tnote1 abuve) p.167， para 25 

日見込みのない上J許可請求をした苔に対して未決勾留H数を刑朋に算人し
ないとする裁判所の命令を Tinwloss fulcsと己う U

[1!)7] 北法;;8(1. 294) 2D4 
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f更されないし、宵入をしないと命令できる日数も90口に制限されているいしか

し、この命令は受刑者に刻して強烈な脅しと Lて作叶している日〉受可1]-7守的多

くは、この命令が滅多に行使されない、ということを知らない。その|、請求

にかかった全ての時聞が、刑期に主主入きれないという命令が上山裁判19j-によっ

てなされるという誤った知識を有している 2 この誤った知識により、 1-.1訴をし

なかった受刑打は多いと考えられる〉このことは介}主人が受刑行に付して止任

な知J誌を即IJ;i--9るべきi1、律扶助とも関連宇る。

二、上訴理由

刑事事刊において、上訴は有罪判決または量刑決定に対してなされうるη 上

訴が有:)ド判決に対するものごある場合、事実問題に閑し亡、口、律問題に関して、

事実問題と法律問題の阿占に関して、あるいはその他上Jf理巾を満たすであろ

う問題に関して卜訴がありうる己その'I'で卜訴埋出として弁識人の過誤が認め

られるか、ということについて述べるη

I 弁護人の過点

一般的に控訴院は、公判において弁護人 (counsel) に過誤があ"'たという

理由で上訴を認めることはなL¥というげ場を採っているしかし控訴院は、

似に弁護人が卜訴E甲山となりうるような特に不適当な弁護をわえば、 卜訴裁判

所は有罪判決を破棄すべきであるとも述べてし、る 61 具体例を挙げれば、クリ

ントン (Clinton) 事件山において、弁護人が公判に被告人を出廷させなかった

結果、|倍存は被iIl人的外見と彼Z者による加古者的人相書きとの速いについて

，，~) 1970年、有罪判決破某のE甲山泣更に伴い、 ト訴許可詰求が増加していたこ

とを与臆して、女王座部首席裁判官ノ《ーカー卿 (LorclP3rkcr)が未決勾留期

聞の刑期lへのィ、封入の命令を積極的に行う旨述べたことがあった。この時、 ト

IiTr-Fi'f可請求はギ:112，印10什から半数のギ)0。山川刊にまで激減したり参照L:3ncler，

op_ciL. Uりolnolc3 3bovr) p. 6-11 

(i(1 R v Cal山 m[l開8JCrinl LR 109‘CA. I首、 Rはラテン需の R叩 na (女土)

の略ぷであけ、訴追側を示寸。

(;1 T" v Ensor [1989J 1 ¥VLH 497. CA : T" v Cl礼btree.Poley令、[cC3nn[1992J 

Crim LR 65. CA 

位 Rv Clinlon [1993] 2 i¥11 ER 998， Ci¥ 
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判断することができなかった。弁護人の行為によって1(iド判渋カ宅再りである、

または有罪の確信に達していない (unsafe01' unsatisfactory)日とされた場合、

控訴院は、弁議人のィ、適当さそのものを評価しようとはしないであろうが、審

聞や評決への影響を評価しようとよるであろう 04日例えば、 ドール (Hoal)事

件出では、被告人であるポ ルが出を認め、彼の弁詩人が特に不適当な弁護を

したとは言えなかったにもかかわらず、 J~~lff'氾は有罪判決を破棄した6(i 被 LL

人は、火事警戒法(JiircPrccal1Lio町九Cl)における犯正についてi1、人管理者

としての法的責任が世かったにもかかわらず、その犯罪について有罪判決を受

けたハこのことにより、訟に恭づく十分な防御がなされなかったとされた U

王4委員会は、弁護人の過誤に刈する作呼応Lの判断は不謹当さの程度に闘す

るよりむしろその影響に思づくべきである、と勧告した1;，いしかしながら、 1994

年llDドライパー(口river)事{l68においてJ九川じは、弁護人が不迫当な弁芯

印 unsaIcancl unsaliS[anOf.¥ という丈， ，はノトーミンガム ンソクスの|訴審

R v IV1clktnny [l開2J2 All ER 417， C，e におし冶て不可分であると述べられ、

訳文としても l台理的疑いに達していない」とされてきた。しかしながら、 1995

年の刑事訴訟U改正ごは、 1'"出feの一語に統ーされた j そこで本論1じでは

'unsafeと'ullsatisfacton をそれぞれ独止した疋味をもっ言葉としてとらえ、

訳語として「誤りである、または有~)ドの碓む lに達していない」とし亡おく U

(i4χander，op.cit. (Jootnute:5 above) p.fiS2 

日 R、Boal[1ω2J 3 1¥11 ER 177. C，¥ 
G村ボール事件の他に弁護過誤が問題とされた事例として、アーウイン事件 H¥' 

lrwin [198i] 21¥11 ER 1085，じj¥. (弁護人が被i11人と相談寸ることなくアリ

ノ、ィ証人をO'fばないことを決めた事例であり、結果として有平判決が破棄され

た)、オルワリア事刊 R¥' Ahluwalia [1992J 4 A11 ER 889. CA. (主張される

べきでありた限定責特能力の弁護をするため、殺人の1(W判iたが破烹され、再
度の事実審用が命ぜられた)がある〉

li7 Rcport. op.ciし(!ωtnolc1 abovc! p. 167， para 25 玉、/委員公的HZ.;li書は以

下のように述べる r力護人が、その後誤りであったことが明らかになる判断

をしたという理的で懲役刑に処せられる被山人がいる、ということは七くもっ

亡ホしくないことである 問題なのは、弁識人が間違いを犯したことの杭l支で

はなく、弁護人個人の判断が、合I中nヲごあろうと非合王甲山りであろうと、誤判を
引き起こしたのかとうかということであるコ」

〔対 日可 D了ivel-¥Novembゼ1'1994，UlllゼpodedJcited from Z札口rl引 φop.c it 

([oolnolc 3 <lb刊 c)p.652. 

[1!19J 北法;;8(1. 292) 2D2 
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をしたことをEII明する必要治ずあることを強出した .hで、同年同月のアリ・

チヤールトン (Aliand Charltün) 事件別においてj~Jfト院は、不地当な弁護が

|訴埋白となることは例外的で誌なければならない、と述べた 2

1995年12月スタブル・ラム (StapalRaml 事léV勺こおける決疋がj~~郎元で下

された 2控訴院は謀殺 (murdcr)の右坪判決に対する被告人の|訴を却卜したい

原三群において被白人は、止当防衛の主張が防相Jの選以肢としてあったのに、挑

発 (pl川(山tlion)71を防御方法として+ARずるよう弁識人によりffJJ汗されてい

たη 判決において、作J下院はJ:)， Iのように述べたο 「有罪判決を夜「ために、

原審における折、識人の過誤を十仮しようと考える傾向が強まっているように思

われる。王斗妥員会の提案の中に、弁護人の合理的な判断でさえ玖刊の原凶と

なりうる、とし寸含みがあると考えられる己被告人が弁護人の過誤を埋出に懲

役刑を受けることを支持しえなしhしかし同時に、弁友人の判断が合理的であっ

た場合、例えば、訴訟を異なる枠組みで進めたほうがより勝訴するチベンスが

あったであろう、といった理「竹で訴訟手続きがいつまむも先延ばしにさせられ

るべきではない、という公訴 (publicintE:'l出りがある72u」角護人の過誤によ

る上訴を一切認めないことは簡単であるが、それにより控訴院が来たすべき役

割が呆たせなくなってしまうというジレンマを抱え亡いる{

2 卜訴のー|口|性

ピンフォルド事件i:{において控訴院は上訴権は一度しかないと判示した

控訴院は、長JÎ'~正拠を恨拠とする卜訴であヮても、 ~I支けの卜訴を審珂する住限

を持たない。ただし例外的状況として、かつては内務大同¥HomcS凹 rcl<lry)

の権限による控出院への事件のた戻し (referback)の手段があり7¥現在で

69 R v i¥li andじharlLon(Novcmbcr 1994， Ul山 poncd). cilcd from Z<lndcr， op 

cil. ([oolnOlc:-3 ab(内 dp.652 

刊 H可 Sat[川 Ram[1的::iJTimes. 7 December， CA 

"挑発 (probocalion) は謀殺 (murdcr)から故殺 (manslnughlcr) に減軽さ

れる珂Ifjにしかならない A

i2 Zandcr， op. cil. (IooLnoLc 3 abo、c)p.653 

日 T-Iv Pinfold [198主]2 A II ER 21 i， CA 

71他に上訴の 回ド|についての刊例には H、Pegg[1988J Crim LR 370.主主昭口
υCrimin礼1Appcal /¥cl 1968，吋 17

北法58(1-291)291 [200] 



研究ノ 1 

は刑事事件再審委員会 (Cri1l1inalCascs Rcvicw Com1l1issionl による事件の差

戻し請求干、 3ト追担IJによる持訂ト院に対する鼎罪判決取消Lの詰求76をすること

はUJ能である"

三、事実審裁判所による事実認定 (findings)を審査する上訴裁判所の権限

1 作品昨院の権限

控訴院は有~W判決を破棄、または刑の減鮮をずることができる。また、控訴

院は新たな'?fOllf(3 fresh triaJ)を命ずる権10~を有する。

2 作Jf ~J~による事実問題の市査

2 -1 新証拠がない場合の事実に関する陪審評決の破棄

事実同担を取り扱う上での作Jf陥刑事部の役制は、上Jf市裁刊所と陪併の坦

切な悶係について恨本的な問題を引き起こす。ずなわち、とんな場合にト訴裁

判所がli-音詐と異なった見解を採ることができるか、ということである。最初に、

日よ裁判所が有罪判決を破県するための条件を示したのは、 1907午刑事昨日J、

4条73であった79 さらに、この条文は1966イ|刑事上訴法2条に変更され、 1968

年の刑事卜訴法 2条削となヮたc その後、 1968年法 2条は1995年刑事卜訴訟 2

条EHに改If.された。

190711刑事上訴法4条 1項担

「刑事控訴院 (TheCOllrt uf Cdlllinal Appeal)i:i:.lは、有罪判決に対する h訴

dl Cri川 inalJusitice Act 200;-1. pr.10 

"なお、これらの例外的状況については2中で詳述寸る

7討 CriminalAppeal Act 1907 只 4

月これ以前に陪術評決における事実問題をめぐる刑事上訴は止法化されてい

なかった。

別 CriminalAppeal Act 19fiお。 s.2

B1 Cri1l1inal主ppc31_.i¥.cl 1995， s. 2 

ドに Criminal Appeal Act 1907. s.4 

出 1907イi当時、刑事事件に悶寸る上訴は刑事抑訴院(じourlo[じriminali¥PI=品J)

が担当していた。 1966年に刑事控訴院は廃止され、その権限は控訴院刑事部

(Court of Appeal Cri1l1in31 Di、ision)がヲ|き継いだ。

]
 
-2 
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について、以 lのような場介!訴を認容すべきである c 陪審評決が什埋80では

ない、あるいは証拠を考l色すると支持し得ないという期111で依県されるべきも

のであると与えられる場作、 !訴人に千j"W判決を卜した裁判所の判決が、何ら

かの法律問題について問追った決疋をしたという珂111で般宰されるべきもので

あると与えられる場介、またはいかなる埋自においても誤判 (miscarri叫 CoJ 

i llstice)があったと考えられる場合である。それ以外の場合、上晶は);D卜され

るU

但し、上J肝におしミて提起された論点が上川人に有利に判断されるかもしれ

ないとの見解を持ったが、実質的な誤半iJは牛じなかったと考えるならば、刑'jJ

j宅Jf院は上JをJ中十する」

陪計千評決への上Jf裁判所のすた勢は多くの1'111刊において司之されているが、'"型

u0な判例といえるのがホプキンス ハッサン (IIoj)ki ns-1 1 llSS(11)事件引である。

この事刊において、首席裁判官ゴダ Jレド卿 (LordGoddclardじJ) はj:)， 十のよう

に刑事控訴院の判断を示した。

I f也の GftOJ事件に閲しては、陪需はそれら G11'のうち 5件で無罪評決をw
した A そして卜訴人である少年アラン・シンプソン (AllanSimp叩 n)の事件

において、陪守下は彼を有罪であるとした。事実存裁判官が右罪評決に驚き、彼

向身は明らかに無罪許決をi望んだであろうと明確に述べたということを(卜訴

人が)烹張するのは公正であり lトーしい。しかし刑事控訴院の歴史において非常

に早い時期から、ナf文審裁判j~Î- において許価されるべきことをあるのだが、事

実存裁判官が評決に満足しなかったという事実が有罪判決を破棄1るために裁

判!日日身によって k訴珂卜Hとし亡採附されとはならない、という主張がなされ、

以来しばしばギ娠されてきたことを述べることもまた正しい行もしそうであっ

たならば、陪審の忌見を裁判'1"¥の回見に出き換えることを国味するが、それは

本裁判所が決してしないことの つである 2

|百]枚に、本裁判jリlのJri:J:.の中でIfiJ1まに早い時朋から不されていたことがあるり

それは、裁判官の数人あるいは全員が、陪審はYでなる評決を答申するであろう

と考えごいたということが、この回の憲法上の裁判手段である陪審評決の受却

をJR否する根拠にはならない、ということである〔もし陪審に ~II 拠が示され、

制 R v IIopkins-IIl1おおりn[19'19J 3，1 Cr ;¥pp R('j) '17， CCA 

北法58(1-28:>)289 [202] 
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百呉導 (misdircction)がi山ニく、介埋80な陪審 (arrasonablc ju円)がたどり着く

ことができない評決とあると百えないのであれば、本裁判lifiは陪審によってさ

れた有非評決を破棄しない。」

これらの権限に対する控訴院の姿勢についてマイケル デイ」ン O.，.Iichac1

口ean) は以卜のように述べるお c明らかなのは、作JJf";j，jじが有罪判決に対する

日午につい亡、訴訟の本業 (rncriL)よりむしろ ~il 拠や干続き、実利一訟の副次

的論点に関心、を寄せているということである。明山な玖専、謀った証拠の探崩

あるいはJ11除、または 定の子治違反を指抗することができた卜訴人は、自身

が雑罪であり、陪加が|則違った判断をしたということを単に主張した上.Jf人よ

りも上訴が認容されることを則待できる。」

J lISTlじE回は、」三練な裁判'f(が驚くような、十分な証拠によって長付けられ

亡いないと考えられる判決が、中に防審によってなされたという埋出で、破棄

されれるべきでないとすることは不合理であり、適切むないと忠われる、とf白

羽可したぷ7

ドノヴァン委員会(thcDon仇 anC01l11llittcc!おも|イ悌の見解を採った I刑

事卜訴i1~1削7年 4 条 1 瓜の丈言によれば、厳密に解釈すると、間違って犯人ご

あるとされ、結果的にIUJ違って有罪とされた能実的人物的事件において、犯人

識日Ijの正拠が長田 hは信頼できる場合、実質的にト訴惟によって保穫されないっ

この欠陥は改干与されるべきであるように思われる

そして、トノヴァン委門会はより広範な五本原日Ijの採用を勧告したりそれは、

8::; rVlichael ])ean 'Criminal Appeal Act 19fifi' (1966) Criminal La¥v Revie¥v， 

p.535 

制 J仁STJCE とはもっぱら i1、律家が加 I~_-t る団体であり、ナflJt司は、に関する法
案について、数多くの意見書や調JI:限仏者をも，L[Wしてきたひ凶際法倖京協会共

同文部でもあるハ

87 J lISTIC己'CriminalAppeals' (1965)‘para 59 

相トノヴ γ ンを委員長とする、 196-1年に伴命された刑事!訴裁判所に闘する

調存、報告をiJうために設立された委員会であるべこの委員会の勧告により 1907

1刑事上訴法は改l卜された。

則。f<町)ortof the Interde]災lrtment札l心lmmitteeun thゼComtof Criminal Appeal 

('965) Cmnc¥ 2753 

以) Ihit1.. p. 33. p(:Ir(:l H5 

[2(氾] 北法;;8(1. 288) 288 
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控訴院の意見として評決が「訴訟のあらゆる状況に基づいて、誤りであり、右

罪の確信に達Lごいない (unsafeanc1 unsatisfactory) J場合、持訴院は有罪判

決を破棄すべきである、ということである 2 この勧告は1966年刑事|訴法にお

いて止式に採附され、その後19出年刑事上Ji法"にも合まれた

19()g年刑事上叫法2条 1項

「控訴院は以下の場介、有山判決に対する卜訴を認容しなければならない。

州事刊のあらゆる状況を考届して、陪術評決が政 i)であり、有罪の確信に

淫していない(日出品、 aod110同 lis[at;lolけという理由で陪審許決が破棄

されるべきものであると考えられる場合または、

i.b! )原審の判決が、 ;1、律問題につい亡誤った判断に来づいといるという理由

で破棄されるべきと考えられる場合、

IcI 公判cr;過Fllで亘大な違反があったと考えられる場合、それ以外の場合は

上訴は却 Jされなければならないη

11 rし控訴院は、 h訴審において提起された論点が卜訴人に有利に判断される

かもしれないとの見解を持ったとしても、実質的なぷ判が'1じなかったと.1;え

るならば、 卜訴を却下「るり

2項 右罪判決に対する上訴存j!j[において、もし控訴院が上訴を認容するなら

ば、有罪判決を政裳しなければならないじ」

2-2 ク パー (Cooper) 事件と内在的疑いのテスト

この1968(1刑事上訴法2条によって陪詐評決の破棄に悶1る新たな論点が'1

じたυ その論点とは内在的疑いのテスト ~)2 (lllrking c10ubt test)についてであるc

1969年、控訴院はク パ」事件加において、陪審評決にアブ口 チするh法に

関して、ホプキンス ハ yサン判決においご不された方針とは大きく異なる考

えを官した 2

日1Criminal Appeal Act 19()8. s.2 

位内相巨的疑いのテス lについては、、l'目元 lイギリスにおける刑事陪訴と上

訴制民 |人J在的疑いを中心に J C竹津哲夫先牛山稀祝賀論丈史誤判の防

11と救済』現代人丈祉 ('998)455良が』吊ししh

。み RvC川 jlcr[1969J 1 QD 267守C;¥

北法58U. 287) 287 [204J 
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ク」パ」事件。〉概要は>1卜の通りである。 22歳の止性マクフア」レン

(，Icトarlant)が 人の州に酔った若者の 人によっ"'C-h忘れされた}被苫人は

暴行 (nSS3111L)坪で白押とされた。 j~ 却の(ì .2週間後に人定パレード

(;仁Jentificatiollparade) 94から被害計は被告人を犯人であると Lた。被告人11

M'のつ棄によると「彼:止を見たことはなしりのだが、被主者は白うtO)剖， ，に少

しの疑念も持っていなかったり被白人にとって、決定的な証人であったのは、

被告人の友人であるデーピス (D川 is) という市|人であり、彼は共通の友人で

あるパーク (Burke) と公判以前に被山人を訪ねた。をの訪問の後、パークが

デ ピスに詰ったことは、実際はパ クに暴行の責任があヮたのだが、彼には

前科があり、それによって c1年の刑を食らうであろう」から山状するつもり

は全くない、ということであった。被告人とパークにはよく似た身体的特僚が

あった{にもかかわらず、陪7持は被山人を有罪としたむ

控訴院のウイジュ71) 卿(れidg(，f.¥'LJ) は、以下のように判不した。

lこの事刊について主山なことは、在、が言及すべきヤての資料が陪苦手の両市

にあった、ということである。誌も説示 (summingIIp) を批判でき「、フミ陪?

に被i11人のためにフリスピー (Frisbv)裁判官は相当な長さの説示をしており、

その説示は全く公平なものであり、事件の囚針作さを陪審に塾告するために、お

そらく述べることができたであろう全てのことが明昨に述べられたコこの事件

において、あらゆる争点が陪審の雨前に示され、陪審は適切な説示を受けてい

る。従って、本裁判所はこの事件に介入することを"1常に臨時している c 何イ|
も、繰り返し述べられてきたことずあるが、控訴院は証人を見て、証言を聞く

陪存が持つ優位性を認識寸べきである c iなわち、もし全ての証拠が陪常的面

前に不され、~~不íÒ"1[全であれば、控~í}院は軽率に介入 tべきでないり実際に、

1966年刑事!訴法が制定されるまで、控訴院がそういった事件について、介入

するということはほとんどなかった〉

しかし、現在控訴院の権限は少々列なる 2 その事件のあらゆる条件を与慮し

て、 F古審評決が誤りであり、有罪的確信に達していない(u日間feur unsatisfac 

tory)とし寸埋白で陪審評決が破棄されるべきであると控訴院が与えるならば、

持Jト院は実際に有罪判決に対する上訴を認作する義務がある このことが巳昧

91見山 首掲書(注 5)91、94民参昭むなお、人定バレー!とは犯人識別の

ために行う複数人に対するilli;由しのことである。

[20SJ 北法;;8(1'286)2閉
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することは、こういった位類の訴訟では、控訴院は結問、自身に本質的な組問

をしなければならない、つまり、事件が成果きれないままであってもnいので
あろうか、すなわtシ、小lF. UnjusLicc)があったかとうか小瓦にさせる控訴院

の考えの中に何らかの内在的疑いがないのかどうか、ということである〉これ

は司|拠によって般需に基礎づけられないかもしれない反応 (rcacl山 1)である 2

すなわち、それは搾訴院が子手験するとおりの事件の 般的な感覚によって形成

されうる反応である。

我々は、陪肝が作Jf院にない優位引を持つにもかかわらず、内有的疑いが|岩

審問ド決を侃刻Jとするべき理出の つであるのかどうか、ということを考慮した乙

十分な考慮の後に、作J院は、この評決が訣りがない (S3!') とは言えないと

いう判決を下した乙{じって、我々は有平判決を破棄するためのト訴を認容仕る。

この事実に開「る限り上訴人は放免される cJ

クーパ一事1'1で公式化された非常に広範な内存的疑いのテスト刀、tG千院の一

般的な態l主に影響をうえるなfっば、 ト訴人の多くが、有罪判決を特すための合

理的な械会を得るはずであった行しかし実際には、控訴院は内杭的疑いのテス

トを街中に適用しようとLなかったベ 198:，年の調存において、日l在的出jf¥t、のテ

ストは、完全に埋もれてしまった判、と評された。 J仁STICEによって行われ

た調子子によると、有罪判決に疑念を抱かせる新たな何かはないが、有罪判決に

内杭的疑いがあるという理由で控訴院が右罪判決を破棄した事件は、クーパー

判決以来6件のみであったへただしこの報告では、公11Jきれていない判決が

あるかもしれない、と述べられている。

内在的疑いのテス}、または少なくともその定式が使わjした判例として例を

あげると 1973年パテイ〆ソン事件ベ 1976年レイク事件町、 1977年ナイ事件叫

が参照できる〉また1980年スベンサ一事件，<'のにおいて、その疋式(formllla)

山 romSargant '[I.'lore La"¥¥' Reform Now' (l9R:{1出¥rryRose， p.91. 

gn JUSTICE ':l¥E公cnrna只CSo[ Ju叫icc' (1989) para1，19， pA9 

U7 T-I v P礼ttinson[197:-l] 58 Cr App T.(ep 417， CA 

同 R1 Lakc [1976J 6，1 Cr i¥pp Rcp 172守じA

山 T-Iv Nyc [1977] 66 Cr i¥]lP T.(cp 252守 c!¥

10(> H.χSpE目白 [1986J2 A11 ER !l28， HL 

北法58U. 28;)) 285 [206J 



研究ノ 1 

は白族院によって再ぴ使用された 2 判決においてアクナー卿 (LordAckncr) 

は内在的疑いという百某を使って11訟を反閉した 101りこのことから、内在的

疑いのテストが紋統的に存ιしていたことは明らかである。問題はテストが実
際に、どの範囲ご地「けされたかどうかむあるけ

l勾在的疑いのテストを使うことに控訴院が苦しく及び腰であるという重要な

渦察は、王立委員会に対する証言で、広く刑事上泌を経験した元裁判'1.';である

ロ トン (r川 mcrLort! Jusilicc Lawlon)により述べられたw九

「控訴院のク)パ 判決まで、 ;1、律に記された何らかの埋白がない限り、有

罪判決は絞棄されるべきではないとされてきたc しかしながら、この判決にお

いて控訴院は、ィ、正が行われたかとうかの疑色、を抱かせることを内ι的疑い、
あるいは根拠のある懸念 (reasonedunease) と表現する、主倒的なテストを

適用しうることが守己討Lた。似たような三葉で戸え11'、もし控訴院にィ、iTが

あったという見込み (hunch) があれば、 1~:~ ~1~院は有罪判決を破棄できるとい

うことを志昧する乙このことは刑事司法を運常干る卜で健全な方法ではありえ

ない。 1969イ|以来、上訴がこの理由で認存されたωはたった 6日だけなのだか

ら、控訴院裁判官たちが同じように考えたことが認められるをあろう uJ

2 -:1 1I、l在的疑いのテストに関するよ立委員会の報告

玉、r委員公は、 l内有的疑しりのテストについて相反1る証拠 (conIlicLin氏

evidence) を受け入れることである、と述べたυ 撞訴院はこのテストの適用を

稀にしかd、めなかったという JT摘がある。すなわち JlISTICEffl-;li-10:lによると、

1968年から1989年の聞の21年で該当する判例はたった 6件しかなかったベさら

に、 1989年におけるIH件の!訴例のうち、卜人j{ra0疑いによる判例は 1件だけ

であった口 19911年における始めの102件の忍科された上#のうち、持訴院が内

{l的疑いがあると述べた判例は1i1tである〕また1992年における始めの102ft

101 アクナー4.却は「それゆえ、わたしは止義{justice)がf丁われなったかもし

れないという l人Jι的疑いを持つ 2 そのことが、右非評決が誤っている (lll1safc

と私に杭1布付けさせたのだ，J と述べた}
lO~ Z<lndcr， op.cit. (footnotc 3 <l凶刊) p. 662 

1(1:3 JUSTICE 'I"v[iscan山昭esof Just附叩cit.， (flωtnute 96ど-tbuve)[Jar(l4.19， p.49 

[207] 北法;;8(1. 284) 284 
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の認容された|訴のうち、新首|拠も審理f続きの違反が祉かったにもかかわら

ず、持Jト院が有罪判決を依果した判例IJ14件であったりこれらのうち日件ε、

副拠が弱すぎる、または布ザ判決にj~}liヒがあったと控訴院は述べたーその他 5

件の判決では、作cii院が「内在的疑し通」があるということを実際に百及LTぃ

た1川。

王JL委員会は、口吾旬として言及が年かったとしても、実際に「内在的疑い」

の原理に基て九、て稀にト訴を却下していた、と述べたHへそれらの事件では、

公刊においてのぷりが持く、法律に関しての:1りもないが、 )""1下院での3人の

裁判官の経験を総合して、審理やrrf'1審問ド決の'1'にィ、iEがあヮたごあろう、とい

う結論が導かれたむその結果、裁判宵は、少なくとも I~吉不許決が有罪の確信に

I壬していなかった (no同 lisf川 lory) という理出によりト訴を認容した己この

アプロ チと内存的疑いの原理を迫同「ることの|削に本質的な注いはない106ひ

この事制に関する委員会の結論は、控訴院がそうすることが干しいと感じたと

き、この権限を行使するべきであるということであるじ

l陪干院T決を破棄することについての控訴院裁判官によって感じられる臨時

(，凶udallce) は、荘、たち Lーじ立委員会)が十分に認めといるつ陥審は証人を

見て彼らの証~を問し、た んで、控訴院はそれらのことをしなかった戸しか

し丈舌を読み、上必を審珂ずる卜で、控訴院が許決について屯大な疑問を抱い

た場丹、有罪判決を破棄する権限を行使すべきである戸私たちは、控訴院が|宕

審評決が誤りである (unsafe) と考える場合に、それを破架することが陪審裁

判制度を傷つけるとは与えない行それゆえ、私たちは以卜のことを幼{Ii-i-;S0 

すなわち、もして罪件の審脊 (review):(;託、控昨院が、評決が誤りである (ullsafe)

または誤りかもしれない (1118Vbc unsa[c) という結晶に迭した場行、陪審が

関辿のある全ての証拠を腎珂し、法の~n りあるいは市大な違!ぇ鼎〈、評決に達

したとしても、控訴院が布ザ判決を破素すべきである、ということを 2条改iF

の一部として明らかに fべきである 107}」

10-'1 Rcporl. op.ciL ([oolnolc 1 <lbovc) p.171. p3ra '13 

10" [bidφp.171，para44 

106 lbic¥.. p. 1 i1 ， para 45 

107 Ibid.. ]).171守 p礼lλ46

北法58U. 28:;) 283 [208] 
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この干す委員会のh針を採用した控訴院半IJiたの例としてホートシ事件1叫が

参照できる{この判決において、持訴院は上訴を却下Lたが、件訴院の義務は

「事件を 般的に審査すること」であると述べた〕控訴院は、陪審の面的に金li

かった新たな証拠がないとしても、評決が~nりであり、有罪の確信に達してい

ない (unsafcancl unsalisfac凶1、jことがあることを認めた1的 2

2-4 卜訴審裁判官の11中量に関する問題

誤判の問題に関して 般的に述べられることは、上J的存裁判肖は旭切に事実

審における証拠を考慮ずる時聞がない、ということである 110ハい「れの卜訴

昨裁判dばも、数H または数週も続く R理記録を省令に読むための時 I~Jがなし」

パリスター111(いC山山{川}

飛ぴで証j拠姓を検"汁すする iμ12ξ亡従つて、彼らが事理の微妙な雰凶気を捉えること

はほとんどできない。このことは、事実審裁判官または町I審吃夏休さが強調さ

れる理耐の一つである口彼らは、次々と現れてくる証拠を凡て、宣誓 (lcsumonけ

をした正人を観察することがむきるい

陪需の決定的特別な地位と控訴院におけるその効果について、パーミンガ

ム・シックスの有罪破巣判決の中で控訴院は以下のように述べているυ

l 刑事司法制度において陪存が最も大切であることは、控訴院の刑事部とl'C

.']1: 01)の追いによヮてうまく衣現される j 刑事部と同校に民事部もまた制定i1、に

従わなければならない。しかし民事部的権限は刑事部より 11I日広い。民事上訴は、

訴訟全体を再審珂「る(了e-llearin，g)方U、をほ川しているりだから、民事部は

l()B R、Haughlon(21 :¥..fa.Y 1992， unrcporlcd) cilcd [rom Zandcr， op.cil 
(footnote ;-) ab肝心 p.66:-l このすf件は内務大匝による控訴院への1]託事件で

ある戸その理由は、警察官が上訴人の白山を担造していたことが、筆跡鑑定

(CSD!I L，，，L)により示されたことである。

109政府は 2条が改正されるべきという、王斗委員会の提案を受け入れたが、

二F.¥T委員会によって提案された形での提案は採用しなかった 2

"け Zander.op.cit.Uootnote ::l above) p.663. 

lUイギリスではソリンタ (soliciloけではなく、パリスタ (barrisLcr)の

みに counselという言葉が町いられる{

112 JUSTICE repon ':，.liscarri3只esof Jllstice' (1991) The Chilc¥ ancl Co Lecwre， 

p.52. para 4.26 

[2(川] 北法;;8(1. 282) 282 
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法律と同様に事実にも|場心を払う。控訴院が訓人を再び取り出べないことは事

実ごあるけしかし、持訴院は証人的証百を読む{民事事件において、作訴院が

卜級裁判所とは民なる事実についての見解を採ることは結果としてつじる〔し

かしながら、刑事事件においては、この方法は不可能である #罪判決と|百lじ

く右抑制l決に|勾しても、それらを官告する役割は憲法的に裁判官にではなく、

防2群に属しているので、持JnpJC刑事仰の役割は必タ人的に限定されるけよって、

控訴院氏宇部が完全な意味ごト訴手続きや布 Lているのに対して、刑事部は審

査を行う裁判所であると J~B)jされるのは止しいように出われる l

3 計千l里での玖りによる陪'i'r~;F下決の破棄

|す委員会は、有以判決を破棄するために控訴院が品も頗繁に採用する理由

は、 '?r;JlIiでの何らかのぷりがあったという理巾である、とjjiべた11-1通市、

[){I'審の誤導、または説不における何らかのI閉止、さもなければ証拠の採用ある

いは排除に闘「る決疋について事実詐裁判官により法適肘のぷりか生じるη

1968'F刑事卜訴jJ、2条nλに来っき、審理での誤りは日つの方jJ、ご取り扱わ

れる 最初に、但書 (proviso) を適出して、比納なこととしてその民りを取

り扱う方jJ、であるつ次に、有罪判決を破長L、再審珂を命「る方法であるは最

伎に、最も一般的であるが、右罪判決白体を破棄し、白刊するh法である。

ーじ立委員会の多数E見は異なる茶をJ呈案Lた11(; すなわち、

川存理での説けがあるにもかかわらず、有罪判決が誤っていない (saIc)

と控訴院が考える場合、 卜訴は却下されるべきであるμ

(2) 控訴院が、存理での誤りにより評決が誤らされた (uIlsaIじ)と若える場

台、 ト訴は認討され、有罪判決は彼某されるべきである A

1，;)) H~jド判決が、審理での誤りの結果として誤りである(，ul1snIc)かもしれ

ないと持亦院が考えるならば、裁判J1I-は有罪判決を岐哀し、内審7用(retria1)

を命ずるべきである 2

委員会の 3人的メンバーによる少数恒見は、帝王甲に桜響をワえるには十分に

1l:3 R v ¥1c111kelllly [1992J 2 A11 ER 417‘CA 

1U Rcport， op.ciし(rOOLllotc1 abovc) p.169， p<lr<l35. 1990イ|において、常理

での誤1)を理由と十るト訴は、認谷された k訴のg2%に含まれた。

115じrimillalAppeal Act 1968， s.2 

111; Rcporl， op.cil. (f(川lllOlc1礼1川 vc)p.170， para 38 

北法58U. 281) 281 [2lO] 



研究ノ 1 

重大であるが、誤った (un阻止)有坪とするには|分に重大でない誤りがある、

というもう一つの類別を加えることを)j(めた 117っこの場合、少数吉見は、持

訴院が再審理を命ずるべきであると与えていた。しかし、多数意見はそれに阿

思しなかった なぜなら、多数厄見にとっ亡、明らかに有罪である人物が、半

に訴訟で誤りがあったことを理由に、再審理を認められるべきではなしづ冶らで

ある 118

4 起訴前の不止あるいは手続上の違法行為による陪税評決の絞葉

|す委員会の12名のうち 9名が同意した多数意見によると、 卜訴が起訴前の

問題 (pre-trizllmalpractice) 119に基っく場合、作.Jf院は、その同組が有罪釘決

を誤らせた (rnλkcIlns礼[りまたは誤らせたかもしれない、と考えたならば、

作.Jf院は有罪判決を破棄宇べきであるとする。それゆえ、もし被山人が有罪で

あると示す十封な、汚れのない(山Lainl('d)他の証拠があれば、訴訟に影響

を与える予備段階む何らかの明山な不備があったとしても、有罪判決が破棄さ

れるべきではない1却、と「るハ一方、 2名のす戸数志見によると、有罪の明R

な証拠があったとしても、控訴院は有罪を破棄すべき場台が有りうると与えた山c

1 -1 汚れた証拠的取りも~いに関する玉、Y委員会 9t，による多数意見
多数志見はーじ立委f司会報告古において以下のように述べている I::!七

l 犯罪者 (criminal)の有罪判決を破棄1ることが、営察の不正を罰寸る上

での適切な方i1、であると考えたとしても、このことが警祭の態l支lご丈質的な影

響を与えるであろう、というどえを支持するためには不|分であるどん

な事件でも、十分な他の証拠で有罪を宣告され、犯罪を犯した人物が、他的活

かによる j~'Jrがあったかもしれないことを埋由に排出放免になるべき、という

117 Ibid.. p.169守 p礼lλ '17

118 lbic¥.. p.1 iO， para 36 

110例としてKII拠の担造や P.ACE (Policc and Criminal Eviclcncc Acl 198/1営祭

及び刑事証拠法)における重大な違法IJ為が挙げられるは
120 Rcport. op.ciL ([oolnolc 1 abovc) p.l72. para ~8 

1三1 Ibid.. ]).23:)守 par礼 62

122 H.eport. op.cit. Cfootnote 1 abo可e)p.172‘para 50 

12:1 Ibid..p.172. p礼lλ18
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ことは遭偲的に置しくない。そのようなð~')ドは、制度の '1' でそれ自体として訴

追きれるべきである。刑事司法制度における信頼が維持きれるべきとあるなら

ば、小正行為を行った営祭官が処罰されることが必要である cこれに関連して、

より効果的な警察の罰則を導入『べきである、というj')]告を非l市にiTi:--'t:である

と与えている 2 控訴院は、警察￥長が発見した、警察官によるィ、五行為のあっ

た事件を全て報白せねばならない{不止がより前大であればあるほど、裁判所

が誤っていない(問[叶であろうと結論づけることが少なくなるであろうこと

も予測される。

多数意見の見解からすると、少数派の見解は論埋山，'eはない1へその見解は、
最初に裁干1j'T1古サ官加による符理のために汚れた(臼inted)証拠を認めた場合に、

影響ずるであろう乙もし裁判官が証拠を適切にJJI除しごいたならば、その許決

は台疋されな¥'''"少数派の兄併は論理的に、裁判'f(が排除しようとする汚れた

乱拠1おに荒づく訴訟を打ち切ることを事実審裁判官にさせなければな内ない。

多数窓兄は、ぷりが無く (salc)、証拠能力が認められ (admissiblc)、証明力

がある (probHtive)証拠に主主づく許決を答巾「ることを陪審から取り kげる

ことは受け入れ雅いと与える{取り上げられるのは、 Pi¥じE78条1213により3ド除

されるI併したJ正拠だけである μ もし有罪許決を維持するために証拠能力および

証明}Jのある証拠が残っているならば、 78条は訴訟を打ち切ることを裁判所に

認めていない ~J

4-2 汚れた証拠の取り扱いに閲「る」ー立委員会 2名による少数玄見

これに対して、少数意見は以 lのように反論する l:O7

1:':4 Ibid.. p.172. paras 49日)

125違法な千段によって入手された等の理市により証拠能}Jのない証拠のこ

r 
L~(i Police anc¥じriminal心 ic¥enceAct 19R7， s. 78. (1)いかなる手続において

も、裁判所は、訴迫側がす首11の基礎として申請する司l拠につき、その剖拠が獲

得された状川を合むすべての事情を考庖L亡、での証拠が紘得きれた状iJLを7ち「

む寸べての事怖を主屈して、そ的証拠を許容寸ることは当該F続の公正さに右
吾な影響を及(1-;-ためこれを許H-;-べきむないと認めるときは、その証拠を許
存「ることをj~もことができる L邦訳は、法務資料第447号に甘えったん

127 Rcporl， op.cil. (f(川lllOlc1礼hovdp. 23/1， j)ar出 68-72
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「刑事司法制度の道徳的基礎は、もし訴追官がrr]1.、子段 ([oulmcans)を使っ

たならば、被告人がはっきりと有罪であるとしても、 1'1111放免にされなければ

ならないということを必要とする。 ア杭σ〕廉潔性(inlcg1'iLy) に致命的なm批
がある場合、訂トiBiftlJによるこれらの1J為によって干IJ刑された司法制度における

オ屑の表明として、チfW判決は破モ告されるべきであるレ

多数厄見によると、警察'1-';の不止行為を助以「ることになるであろう〉特に

警察官が被告人を有 ~jじであるといずる重大な宇件の場作、警岩手官は被疑者を有

罪にするために、証言の強制、証拠の1:1造、証拠の隠献をしたくなるかもしれ

ないハィ、幸にもそのような行為があった事〈の事例がある。

多数色、見は、 PAじE78条の核心にある原則を危うくする危険があるつ PACEは、

fI1l拠が訴訟干統を 川、公rr(11川礼1γ)J にする、という埋出で裁判所に証拠を判
除する権限を明示的に与えているの司不公止」という言葉は、道徳的原理を基礎

としながらA現されといるハ控訴|窪は、ィ、if行為が附審評決にイ"1らかの影響を

もたらしたと言えなし道場合でも、受け入れ難い量産察三時に基づく有罪判決を維

持することを作否するため、非市に広〈この栓限を繰り返しf史川してきた。

もちろん、 78条はあるが、多数意見は、彼疑者が実際に有罪であるというこ

とを示「のに十分な証拠がある場合、 r不公正 (unfai1'nぞおお)Jの問題は如伺で

きると述べることによって、道徳的強制}J (mo1'al 101'cc)の一部を控訴院から

取り除こうと L亡いるのかもしれない j 司トili側の不正行為を阻止することに関

心を持つ裁判官たちは、多数意凡によって終日はさせられるであろう3ZF察や他

の訴ili側機関 8proおそcution札gencies)に|白jけられたメッセージの点から、多

数意見が、 PACE78条に対する裁判官的態度により来たされているゴ|常に良い

効果を冗に戻Lてしまうかもしれない j

しかL、問題は訴追側のィ、if行為を阻止すること以!のものである。刑事司

法制度の柊心において、手続きそれ11休が廉潔性をもたなければならないとい

う本質的な原理がある。多数意見が提起することは、犯l)K捜査における訴追側

の不止jJ為に対する対応は、訴追あるいは懲戒「内手続を通じ亡違lぇ{i'

(wron玉沢loc1'lを処うfすることである c これが行われたとしても(実際にはし

ばLlHJわれることはないであろうが)、その方法は単に不十分であるという

ことだけなく、廉潔性の原理とはlli↓ニ|掲係である。事件が重大であればあるはど、

円j法制度がでの価仙を是認する必法性がj、きくなる口Ji迫側機関のわ為によっ

て)11f.ti. U¥j fill、性 (mo1'allcgiLim川 y)が有1ド許決から失われたならば、控訴院は、

[2l:1J 北法;;8(1. 278) 278 
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どんなに強)Jな有坪の剖拠があっても、評{えを破烹するための説明がつかない

(residual)権限を持たなければならない}刑事司法制度の廉潔昨はいかなる

個人を布出にすることよりもはるかに重要である "J

日 陪審の評決が破素されないf晶子7 「但書 uhcprov山，)Jの適用

上訴審における問題が、上Jf人にとって不満のない、些細なものである場合

であれば、イミ :j~判決が破棄されるあるいは再審理(rclri乱J)が命ぜられる、と

いうことにはならないけにイギリスにおいて、この問題は c1旦書」によって

取りJ1lわれてきた乙

ここで言及する但書とは刑事上訴法 2条 1項の 部であ i)、「ただし、作Jr
院は、 卜訴審において提起された論点がト訴人に有利に判断されるかもしれな

いとの見解を持ったとしても、実質的な玖1'11が生じなかったと考えるならば、

控訴院は卜訴を却下するuりい」という部分である乙マイケル・ナイト (¥Iirhacl

Knigh1)は、但書のi直崩について、 f旦告の権限が行使させられたん多数の訴訟

が、豆/¥.な誤りがある訴訟であるということを指摘 tる1:111乙この議論の余地

のある主張を実証する円'1に、ナイトは但書"古求を適出するテスト (LcsL)につ

いて以下のように述べるl:¥1υ

「卜訴裁判川が判断するテスト(test) は誤りの程伎ではfnrく、誤りがあろ

うとも、台理的な|宕存が不可避的に有罪判決を十寸ための|分な証拠と l分な

説示があるかどうかであるりも L証拠と説示が十分であれば、実質的な誤判は

ないi立。しかしながら、もし誤りが、台理的な|宕存に決疋80な影響を与えた

といえれば、誤判である有罪判決を維持することになるかもしれないのだかり、

有坪判渋は破葉されなければならない。1-.1詐裁判所は、説示の誤り、刊拠能}J

のない証拠、誤って提山された止式起μ咋状の影響といった誤りを北l聡的に記憶

L~8 アメリカではこれは「時宵の子続的取抗 (h3rmless error) J として知られ

ている行

I:eU Criminal Appeal Act 1968. s.2 

1.')1) 1¥1 Kni只l】l'じriminali¥ppcals : ;}叫ucly01 lhc r=川.vcrs01 l11cじourl01 AppC31 

Criminal Division on札PI出山札gainstCu川 iction'(1970) Stevens， p.15 

131 lbicl.， p.' 6 

1み Slirl礼nrl、Drr[19HJ へC315守 IIL
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から消L士るコそして、誤りがなかったとしても、間違いなく1i'Jr判決となっ

たむあろう事件ごあるかを問う。そして、もしこの疑問を肯定むきるのならば、

誤りに日をつぶるということを明らかにする。」

ナイトは、審理において重大な違反があったにもかかわらず、但書が適用さ

れた場合のたくさんの判例を列挙する l目。また、陪審が被山人の前科につい

て誤っと主11らされたにもかかわら「、 jH書が適用された判例を16件相介してい

る1:-¥-1ひそしてJ:lrのように指J商する '35

「任かに、近年上Jf裁判所は、合理的な陪符が不可避的に有罪判決に達した

であろうということが公iT(f川r)であることを不すため・・・祉拠を極端に

慎重に枚"す「る口この明確かっしばしば綿併な配l春、は、(但書がi主閉されたが)

亘大な誤りがあった事件においし jH書の定期的な使用の十分な認識とみなさ

れうる、不安感や嫌思感を露にする

1.Ito:が適用された場合、そして適用されなかった場合の訴訟の違いは往々に

してほとんど存打しなし、かのように"1常に小さい行この難lillに対する答えは誤

1)以外の証拠の許イ日や説示の悲準にあるμ

上訴裁判所が有罪判決を維持したくても、また令理的な陪訴によって不可避

的に有罪とされる証拠と説示がおそらくあったであろうとしても、特定の誤り

は非常に重大であるから、但書的適闘ができない場企がある{その場企、相応

の有罪判決を下すべきとし寸陥審の希望が、刑事事件における公正 Uair町出)

の 般原則のために杭牲にされなければならない行これはマクスウェル事件1:16

lJJ H v ITaddy (1944) 29 Cr App R叩 182‘CCA 陪審が被告人の黙秘

凶Icncc) から右罪を推測するよう誤導された。 Rv V¥，'hvbrow (1951) 35じr

'¥pp R叩 141，CCi¥ 殺人未遂 (aLlcmpLcd11lurdcr) についての故意に関宇る

~f~導があった) R v Slinger (19fil) 4fi C1" App Rep 244 じCA 裁判刊がJf追

側に与Nrl責イ千(山口USo[ proりr)があることを陪審に告げなかったー R， 
Ed，varc1s (198:-3) 77 Cr App Rep 5. CA 裁判 Uが陪審に対しど挙証責任につ
いて説示をしなかった。

1:-1-1 Knight. o[J，cit. (fuotnute1:-30札bove) pp.19-20 

135 lbic¥.， p. 21 

1み1; ivf礼xwcll、Drr[1935J へ11Cngl川 rlRCj)orl 168， IIL 

]
 
5
 
1
 
2
 
[
 

北法;;8(1'276)276



イングラ/ドおよびウエールズにおける刑事上訴制度・紋j芹iljlj~圭':1:1

において述べりれた原理であるコすなわち、刑事訴追という行為のために市立

が命ずるところによって場主山きれる 般的規則が鼎悦きれる、または信刑さ

れないことよりも、千j"Wの人物が放免されるほうがまだましである、というこ

とだ口」

6 Z条の改止

以上で概観してきたようなIR拍をふまえ亡、 1968芹刑事ト訴i1、2条の己主iTが
なされることになるつこの改正に際しては、王JL妥員会により骨組みが作られ、

1995年刑事ト訴i1、2条により実際に己主iTされることになった己

6 -1 -1 ¥ケ委員会の改iT勧告

王4委員会は1968年刑事上Jf法2条を改止する必l起があるということをヤ員

致で合意した1:1，いしかし、それがとのように改iTされるべきか、というこ

とに闘しては一致をみなかった。 8名による多数意見は、 1968年法 2条 1項

山c口で述べられた、異なる h訴理出は、印ーの#Jiたな理由に代えられるべき

であり、 1なわち、右罪判決が『誤っている、あるいは誤りかもしれない{is

01-nJ(lY be llnsafe)JI に「べきである、と勧告した1:¥::この志見によると、も

し控訴院が有罪判決が誤っている (unsaIc) ということを昨信すれば、控訴院

は有罪判決を破某する t そし亡、もし控訴院が有罪判決が誤ってし必かもしれ

ない (ma.vbc uns<lIc)、さらに円存理 (rctrial! を実行できない、またはその

望みがないということがなければ、控訴院は有罪判決を破長L、再審珂を命「

るべきである、と全張したU0 この枠綱ぴ〉卜では、但書は必l品:ないかもしれ

ないυ

3名の少数意見は、「誤っている (unsa[c)J という "!?で、全てのUJ能性の

ある上Ji珂111をひとまとめに fることは、開口ff院がI見青L-，ることになるかもし

れない、とさえた。この「誤っている(，unsa[c)J という丈は陪審に何らか

の誤りがあった、ということをd日昧tるドところが、必然的に陪審評決に影響

l.'li本条項の欠陥についての詳細な論述について、 RBUXLOll 'l¥1iscarriagcs 01 

Jusitice (lnd the Court of A同庁札l'(1993) L(lw Quarterly Hevie¥v. p.66 

138 H.eport Cfootnote 1 above) p.170‘para 38. 

1:-10 Ibid.. p.17Q， p礼lλ38
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しないけれど、非常に重大な誤りなので右非判決を維持すべきではない科度の

法律平手続の違jえまたは誤りがある、という場合が考えられる "οη さらに、

包括的な原則では控訴|沈にとって|うrな指針とはならないであろうから、 |訴

期111は、陪審が誤った結果に達したということに対する上訴と、審珂において

またはそれ以刷に法律あるいは干統の実質的違反または誤りに対する|訴をR

~Ijすべきである、ということが土張された

6-2 1995年刑事上J法

結尚、政府は「誤ヮ亡いる (isnosafc) J そして「誤りかもしれない川町

be LlllSafe) J の両首を区別すべきであるという王jL妥員会の耐J山を、そけ人れ

なかった〕新i1、では、中に有山判決が誤っている(】丸山山rc)かどうか、とい

う丈百だけとなったっさらに、 1968年刑事上Jr法2条に代えて、「作Jf院は，;a:
もし控訴院が有以を誤っている(l111sa[c) と考えれば、有正判決に対 L-c卜訴
を泌存すべきであるつ'~b:それ以外の場合では上JはJ中十される」といったtJiた

な1.Ito:を定めた'"

政府は、王リ委員会の多数意見にある程度従ったが、完全にその意見を採用

したわけではなかったc内務省 (IIumeOffice) は、撞訴院が多様に対応でき

る }J法によって一貫性を確伺~-rる -}Jで、広く徐々な二月長を 4庖するため控訴

院の同酬を保つ附 の19則は「誤っているまたは、誤りかも Lれない¥iS 01 

may bc unsaIcI J という定式である、と述べていた」口。討議資料によると、政

l付は」ー立委員会により提案された広範なアフローチに関心を示し、」ー立委f司会

の多数意見を採出し、詳細な納111の大品分の論理をさEけ人れていたコ

しかしながら、刑事ト訴は、案 (CriminalAppeal Hill)において、政府は、陪

審の評決が「誤っている (uIlsnfr)J という埋由だけでなく「誤りかも Lれな

い (maybe unsafe) J という珂111で上訴がなされうるべきである、という制苫

を会け入れなかったーこの品点は法案での言J"Uの'1'で主慮されたが、政的はそ

14ll Ibid.， p.168， para 34 

1-11 199，')11刑事上訴法改l卜当初の論丈として、J.C.SmiLl】ιThcCriI山lali¥ppcal 

Act 1995 (1) Appeal Agaisnt CUllvictiuo' (1995) CrimLH， [).920参照己

112 'Criminal Appeals じriminalAppezds and the己stablishmentof a Criminal 

Ca民間 R，叶CW;¥uLhoril.¥/ [れ山

]
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の意見を変えようとしなかったc 内務官長官ニコラス ベ カ (NichりIns

R北ec) は、審議において以下のように述べた。 r~~n りかもしれない (mav be 

unsa[C)，lという丈， ，の難しさは、それが本記町」に小確かであるということで

ある}し寸、なる有罪判決も誤りかもしれない (m町 beunsafe)口そういったテ

ストによれば、 JJUr:より相当に多くの件数の 1訴を詐μJせねばならないという

結果を伴JJf陥にもたらすであろう。単にそれは確かに有罪が玖っている

(l111safc)ことを、挫訴院が分からないからである

また「玖りかもしれない (maybe unsafe) J ということは、作叫院以外の円柱

かの側の一寸見性を示唆しごいた。「それは現在の実務よりはるかに範岡市対、が

るであろうし、王jL委員会が希望するよりはるかに広くなるむあろう

我々は現在より有正判決が覆されることがない、という結果を意閃しているの

ではないっ私たちは村JIf院の実務を整理したいのであるi140」「または訣りか

もしれない (orTIl川 lwnl1sa[c) J という丈口をJ芹入するための改Ifは 9条と 8

条をあわせることむ挫効にされた1-1"

ジョン・スミス Oohl1Smith}教J受は、来本的に「誤りかもしれない (llla:y

bc unsa[c! J という丈~は加えない、という政府見解に 101意しつつ、この点に

つい亡~)下のように述べているつ

「も L控訴院が、 卜訴人が有罪ずあるかどうかについて内在的疑いを持つに

過ぎないならば、すなわち、控訴院が上訴人が誤って有罪とされたかもしれな

いと考えている地合、有罪判決は誤っている (isUI1問fe)"そのとき、『我々が

上訴人が抗って有罪とされたかもしれない「と与えることとョ共々が上訴人が

誤って有罪とされたかもしれない、ということがあるかもしれない巴と考える

ことは何がi主うのであろうか。遣いはないであろう。控訴院がl人JイI的(または

明んよる (01'greater)) 続いを持つ、あるいは持たない、ということである{

政川が lあるいはおそらく (り1'111川 bcl~という丈つを排除したのは正しいと

思われるつなぜなら、この丈百は混乱のみを導く可能性があり、そしておそら

く、 l誤っている(unsnIc) という狭い意味をもたせることを控訴院に認めさ

H:l IIans札，-d[lIcJ 21 ¥[川ch1995， col 26 
lH lbic¥.， col 27 

1'1" Ibid.. col 28 
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せることになるからであるHヘ」

いままで控訴院は被告人が右却であることに疑いを持たなかったとしても、

法伴の誤りまたは-mんな追jえがあることを現111に有罪判決をたびたび岐架して

きた。もし、控訴院が被告人のtJ'Jド判決について内在的(または増大する)疑

いを持つl昨はいつでも、抗日早院は、有罪判決が上手に「「点っている (unsafe)J 

だけであると判示すべきであるならば、このことは挫訴院の権限をぷ需に制限

することになるかもしれないひしかし、議会における論争はこれが政府の見解

ではないということを明確にし亡いるu法誕の第二凶読会 (R凶 ding)において、

内務大凶はこの条項について以|のように述べている。「本質的に、それは件

訴院における実務をそのままボしており、裁判長が歓迎を述べてくれることを

私は楽しみにしている L47c」また、市任委員会 C凶務大出は、上級μl法部

(日cnio[jut1ici出刊の裁判長や裁判官は、このテストについて多くの考えがあ

り、彼らが望むことはtJiたなァストはJイリ千院における実務がそのまま語られる

ことごある、と述べたHぷ。また、スミス教J受は以下のように i張している。

政府案では 110951'1法は玉、/委員会の目的を何も達成していない。その目的と

いうのは、撞訴院は審珂における陪審による間違い、または他の誤りを恨拠に

判決を寝すことを過士よりも迅速にすべきである、ということだi490」

また、いl務長官は「または有罪の確信に達していない (urun柑 tisfactOl-Y)J 

という丈芹を改正条丈に残1ことを併定した川。伎は玉、f委員会にH意して、

「誤ッている (un柑 fe)J と「有罪の確仏に1主していない("日制tisf山 tury)J と

のWJの実質的な遣いはないとしたっ一んで、 l千有1罪σの)f昨革{信言にi達主していない

(U1川at山t廿isf町 t印0'門y)Jが手続的I取目庇を巴、R昧末L、「誤ッている (ullsafe)Jは証拠卜

の恨仇に|週連する、というキ娠があった行 LかL、政府の見解は、「誤ってい

る (ullsafe)J という丈百は、ある事件の晶迫における平りかたの取庇平、訴

追事件において重大な暇批のある剖拠を理由として、交け入jl'WC、千nド判決を

14(i [1995J Criminal Law Review， 922 

山日IansClf仁1，[Hじ]6 :tI.1arch 1995， col 2/1 

Hぷ Standin只Committ刊日 21i¥hm.:h 1995. col 26 

119 [1995JじriminalLaw R引 iew，925 

1コoSlanding commilcc 13， Oj). CiL. (rOOlllol(' H8 abovc)α)¥ 27 
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取りJ1lうのに効呆がある、ということであった。もし、千統的暇脱が有坪判決

の安全件(，safety) について!l!iE¥，通をかけるのに相当に市太であれば、将#院は

|訴を認めるであろう1口

貴族院における第 同副会の論争において、宵席裁判'1'¥テイラー卿 (IAo

T川 lor)が新たなる原則lを述べた 2 それは「右辺同市兵りである (unsaJc)かど

うか」ということは、現在の上訴即ri1をj士めることなく、背通の市民にとって

筒潔で、ちょうど良く、包括的であろう 1問、ということであった。 Iす委員

会によって向山された「玖りかもしれない (maybe unsafe) J という概念を政

肘が受け入れなかったことについては批判があヮたハしかし、テイラ)卿は以

|、のように述べる疑いの解釈が『誤っている (unsafe)~という丈言におい

て既に包括的ごあるから、テストにま打、亡 lまたは誤 1):かもしれない (or

may be unsafe) ~という丈百を含めることについてメリ y トはないであろうひ

誤りかもしれない有以は誤っているのである1口汚い」

上川理問的II..言が lぷりである、または有罪の確信に達していない (unsaIc

ur unsatisf礼ct川ヲ)Jから「誤っている umsafe)J に生わることによッて、被

;11人が右罪であることが明慌であることを示す|分な証拠があるけれど、守下理

あるいは審珂前にやJらかの誤りがあった場合、有罪判決を破某するための控訴

院の権限は相当に制限される結果となった例えば、子守ルクレイ・ジェフリー

ス (Chalkleyand Jeffries) .ji-件1~4 (こおいて、警祭は、強\~の共謀に関連して

家に盗聴{.~ UisLcnin只dcvicc!を取り{寸けられるようにII実としてクレジソト

カード詐欺P被告人を逮川したっ被告人は、裁判官がテープレコ ダー録甘さ

れた会話の証拠能}Jを認める決定をした後、有罪話、弁を翻した。控訴院は、右

罪判決を誤っている (unsafe) と考えなければ、公判で依拠した証拠に何らか

の暇祉があっても、 |訴を認下手する権限がない、と半IJ示した行

ブアロー(ドarrow)事件15.，においても l司橡である この事件において、持

訴院はト人Jι的疑いのテストがもはや適切でないと半IJ;j:;した。しかし、ミユレン

1.，1 Ibid.， col 27 

I.'L IIan削 rd [IIL] Ei ¥![ay 1995. col :-l11 

1.03 Ibid.. col 311 

1.'，1 R、Chalkt、[1ω8]2 ;¥11 ER 155守 Ci¥， R y Jcf[r川 [1998J2川1ER155， Cへ

1::;5 H.χFarrow [1999J Crim LH. 30{)， CA 

北法58(1-271)271 [220J 



研究ノ 1 

C¥'Iullcn)事件1却において、控訴院は完全に沢なるアプ口ーチを用いた 1

CI千人は、イギリス当局とジンパブ工当局の聞の通謀非害 (col1usion) によって

イギ')スで不当に訴追された。さらに、通常の逃亡犯非人引波千杭を主慮され

ること軒く困外に追放され、イギリスにおい Cテロ犯罪について有罪判決を受

けた。数千ド後|訴人は、審理全体が同外退放の違法性により自民却Jにされること

を瑚ri1に 11守 l~l外的上J耳目下可を得たそこで、 J"'Jir""I土、訴追の1ft)、さにもかか

わりず、イギリス当同の振る舞いは非常に恥ずべきことだから、有 :j~ を維持す

ることは公共の良'L、に刈する侮与である、と干I不しなじ法律を'jることに対す

る、露Jほかっ極端に亘大な怠慢があり、あらゆる状況が訴沼側を支持しなし」

この事刊で表明された見解において、 1995年に改止された刑事上Jr法における
「誤りである (ullsafc)J という文弓の意味は、 2条の新たな定式が、イミ非判

決を岐棄するための理ri1として手続のi日出を訟めた以前からの作J~P;~実務を残

す一意閃があったことを明示ずる卜で、非常に殴昧である。さらに、誤りのない

有罪判決のためには、有罪判決が合法でなければならなし九有罪判決が、ある

べきでなかった審理に出来したならば、有罪判決は誤りがないとしてほとんと

みなされ得ない。

控訴院の政策が定まるまでに、しばらくの聞があるであろうと思われるは舎

なくとも、良心に訴える事件において、控訴院は、被(11人の事実上の世罪を満

足させることを必要とされることなし有罪判決を政架する準刊iiがあることが

望まれるべきである。

四、新証拠を受理するための控訴院の権限

ここまご、新証拠がない場合の事実問題の審脊につい亡述べてきた t ここか

らは新Erl拠がある場イ子、控訴院は新副拠のを埋についてどのような)J到がある

のか、ということについて述べる

1 新証拠受珂の方針

控訴院刑事部は新百，1拠を呈埋するための )"j}な権限を持っているー 19G8年刑

事上訴法犯条には以下のように規定する 157

1λ(i H可、[ullen[1999J Crim U< 561‘CA 
157じriminalAppeal Act 1968， s.23 

]
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'23条l取 本法律的 部の口的のために、控訴院は、王立にかなうために

必安または適切ごあると考えるときに、持Jト院は以下のことをすることがむき

る〔

(判事件について決疋をよるために必裂であると巴われる物の提出、 tなわ

ち訴訟f杭に同連する文書、 tJL問書類あるいはそのほかの物の抗，'1"，を命じ

ること{

!b) 卜訴干続において必要なf，il人にたいして、たとえその子続1['においてl喚

問させられていると台とに関わらず、 1~J下院の尋問にLひずるべく、山lJ!1 L

尋問を受けることを命ずることい

IC) もし証人からの証拠の提出があったならば、証拠を受領すること

2 J耳 前J頁の規定に関わりなく、証拠が控訴|淀に提出された場合、受埋された

としても上Jを詔存するための何の理円1も提供しないであろうと任信しない限

り、以下のときに控訴院は証拠を受理する権限を行使すべきである。

1[11 証拠が惟からしく、さらに上説対象である争市に責任を持つ上訴手続に

おいてZZめられるであろうということが， ~fiJf院にとって明円である J品合乙

b:1 証拠が前の「続において示されなかったが、示すことができなかったこ

とに対する合珂的説明がある、ということについて控訴院が納得したぬ

ノ、
円一 1

刑事事件における上訴裁判所的新証拠受起に悶するん剖は、フラワー

(f<lower)事件1~8において示されたはウイジユアリー(官 idgeq.') 裁判官は以

卜のように判示した。

「本裁判所(刑事控訴l比)は、請求。〉時点で信頼できるように思われる新吉11

拠の詰求を許可する時、証人が出頭し、 lぇ対弓聞がなされたなりば、当設証拠

の信頼性 (rclinbilily) を4-慮L、評価するべき裁判所の義務がある 2 このこ

とは、証拠が本裁判所においてL(hiE(rebuttal) として請求される時、特に間

型的である。新首l拠を審理し、 KII人の信頼性を主慮するとき、裁判所は、次の

二つの見肝のうちの つを採るであろうド第 の可能性は、裁判)ifiが、新証拠

が砕かであり、 1訴審において渋定的であることを認められた場介、裁判所は、

1.，8 R、Flowcr[1965J 50 Cr App Rcp 22， CCl¥ 
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通常疑いなく、有坪判決を破棄するであろう。あるいは、裁判所が、剖拠が決

定的であると認められなかったならば、陪審が、原審ご枚"すされた証拠に加えて、

新訓拠を与慮できるように、裁判所は新たな審理 (n川 LriaJ)を命Fる2 郊

の可能性は、和証拠が確かであることを裁判川は認めないが、それがF再審に受

け入れられ、信じられるかもしれないと主えられる場介である。 般的な主え

Jむとしてこういった場合、 r1i証拠の1ftI比刊を司F価するのは陥2群によるのが止当

なのであるから、f，'1I拠が町f審によって考置されるために、裁判所はおそらく新

たな帯理を命じる{第ーの可能引は、証拠をRiEした裁判所が積極的にそれを

い用せず、乱人が真実を戸っ亡いないと碓む「宇る場合である そういった場合、

般的に繰り返し述べていることであるが、新証拠は価怖がないものとして取

り扱われ、新証拠は提出されなかったことになり、 卜訴子続は進められる。」

控訴院が認める耕証拠の範阿の狭さを不す顕昔な例は、ルータ ドハテイ

(Lukc Doughcrly) に関する事(l-c'ある 159 1庄は万引きで起抗され、 2人の

け望者によって犯人であるとされたいしかし 4丈際には犯罪がヰじたそのとき、

彼は20人ほどの知り台いとともにパス旅行中であった戸しかし、その知り台い

のうちU廷に百喚されたのはたった 2名ごあり、 1名は彼の恋人むあり、もう

Iれは前科を持っていた陪訴は彼のアリバイを信崩せず、有罪判決を十したo

j庄の卜訴許可巾請は却下されて18ヶ月の懲役が確定し、!oヶ月で釈!点されたμ

この事件は JUSTICEに取り上げられた。そこで、 j仁STlじEは、パスに呆っ

ていた人々の供述を許可するようi1、伴扶助(J昭al札id) により認めるよう控訴

院に求めた。しかし、そO)ji古求は却卜された。補助裁判官 (Rc只islrar) による

と、この段階でi1、律扶助を認めるのは迫当であると考えられないじというのも、

面接される人数が多すぎるからである〕

上訴許可の中詰についても、単独裁判'1'¥の段階ご、 ノリシタを任命する根拠

がなく、新剖拠を申請することはできないと、判断された。ドハティの弁護人

と柿肋裁判'1'(との聞の会話において、補助裁判'1'¥は、この穐の事件はJ叩111を明

示するには向いていないと述べた。副人を申請するべきという依頼人の要求に

もかかわらず、公判で弁護人が証人を中詰しなかった場合に、裁判所が新証拠

の請求を却卜した、保々な半IJf1~集未ぞま誠の判決があったーその後、什説法廷に

1.-，g ドハテ f一事件について、庭山・前掲(?で 5) 285頁参照2
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おいてこの事件が審ぷされた時、新副拠の点は主~されることすらなかった。

弁護人は異なる争市を王張した 1(iO にもかかわらず、上訴を却下する上で持

訴院は、もしその点が主張されたとしても、そういった旨11拠が控訴院でJ受理さ

れうる以前に必安ときれる条件が満たきれごいないと述べた

)l"STICEはこの事件に関心を持ち続け、実際に1972年llHに、7t大法官で

あったガーディナー卿 (Lorc¥Garc¥iner)の事務所を通ヒて、事件を内務大住

により控訴院に付託させた。ドハティの釈放はずぐに控訴院によっ亡命令され

たη そのときアリバイ証人の尋問が命ぜられたが、帯理においてドハティのた

めに、訴温側は、誤りであり、有:)正ドの碓引 fにj淫王L亡いない (nll叩 [c礼川叩n川lr1¥1 

satisfa目ct印01打v)沖か、とう沖か冶について争わなかつた

この全く気の毒な話は、デブ1)ン委員会報告 (lh，'R叩(川 L()f Lhc D('vlin Com 

mittee) において報ιされた161っ ξしてこの訴訟について、委員会は、我々の
正誌の執行は当事者十義制l主に主主づい亡おり、その審理はたくさんの快いの特

1~買を保持している打戦いにおいて、昨日l通りに、その坊でその 岡のヤてを

揃えることは互いの測の京{千である己ブリユジビャー(日lucher) とプロンア

軍が折よく到着した時、グル シ (Grouchy)隊がまだ向かっている途中であっ

たという珂山 P、サボレオン ('¥apoleon)が、ワーテルロー (Waterluo) の許

決に対して上訴はできない。，)と述べた。当事者主義制度のもとでは、もし訴

芯の時点での ~IE拠の欠如が不運によるものであり、ぞれが吾、慢または証拠侃し

でよいという故意の決定のせし、でないならば、】高求のIlli月は認められる c この

ルールは刑事事件も、民事事件も同様である j しかL、相 4丈の人聞が"克服

されるべき災現』の原理 (lhcprinciplc 'woc旧 thcconqucrcd') J に基ついて獄

中に居続けることは許されなし」しかし、本救出は凶l:)，権をlJi史よる1，政'u

に拠るものである一委員会はいかなる新たな条文 1"")ル ルも勧作しないし、

持Jト院の方針を転換することもifJJ;';Lなかった{ もし搾Jト院が、この問題が作

訴院自身より内務省により決定されるべき問題であるとしたはうが良いとさえ

るならば、その見解は受け人れられるべきである}一方で、新証拠の許Y+件を

160 この新たな宇点は被(11人のICJ 性(c¥ockic¥cmilicalion!についてであった。

1(;1 Heport of thゼDepadmentalCummittee un EvidゼI1ceof hlentificatiun in Cri 

minal cases (19i6) HOLLse of Commons Paper 338. ch 2， citecl from Zanc¥er， 

op.CiL， (rOOlll(血 3a])ovc) p.677 
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認める例外的な条件があるかどうかを年慮するときに、控訴院は排除される百|

拠の市安伸を評価すべきであるけ受刑者が釈放されるべきことが明u-cあるよ
うな場作には、すぐに釈放されるべきである。

新証拠の問題について、持訴院のわ rかに緩和された態度がデイクソン・
デイクソシ (Di日 00v Dixo!l)事件1(;:::において示された。治:κ判事裁判所にお

いて、男什は、['[分の寸乙快ではないと土張する千供に養育費を払うことを命ぜ

られた己治安判事裁判所の審理の後、夫は1111-液検査をし、結果的に了供は彼の

て子供ではないことが不されたひ彼は定期の支払い命令に対「る時I~J外の上$，t

"J申請と、血液検費という新乱拠を認める許"Jを部裁判所 (DivisiollalCOl1rL) l!i:-l 

に中高した"(治安判事裁判所における符理では、彼は弁護人を伴っていなかっ

たU 審理は法的B)J弓を求めることを彼ができるように宇るために延期された。

しかし、 ll!iは、t1闘を理巾にそれをしなかったひ f度が法体扶助を求めるべきだ

という提誕をするものは詐もいなかったハ)もしりj性が治安判事裁判所での審

理的|削に合理的な注意を弘ったならば、証拠が有効だった、または有効とされ

たかもしれないという理由で、部裁判所は新証拠の認主主許可を却下したい

上訴訴において、控訴院は新証拠を作ってI可訴理をするべく治安判事裁刊所

に対して問題を芹L戻した j 撞訴院は、審珂の町出で合珂的なィ土志を有効にな

しえたことを理由に、 l詰求人に有利な決定的証拠を排除寸ることはゴ|常に重大

な問題である、と述べた~ iilt_もが知っている誤って述べられた決定的な事とだに

基づいて裁判所が判断することは望ましくなし」

しかし数月役、貴族院はより限定的な見解をjまった j リントン事件¥Linton)l(i4 

において、貴校院は兵一軒によってJn撃された原(11に刈して、新たな存理と新証

拠の許可を却下した、北アイルランドにおける決〉じを支持したり原告は、トイ分

は兵ートと IRA0)テ口リストの聞で銃弾にj主主込まれた1lil実の通行人であった、

と土張した{ 方で、陸軍は、彼がテロリストの 人であるということを土張

した。原告は傷舎について町古賠償を請求した。副拠の決定的な箇所は、ジー

ンズの後ろのポケ yトに持っていた、雇用カードであった{カードはその事件

16~ Diλon、Dixon[1983J 133 J¥LJ 305，じA
1(;:1 このよ品台市等法院家事部 (IIighCuurt Ji礼milyDivisionl の部裁判iDi-に対し

て中高される。

1(;-1 Li川川
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があったとき、彼がインタピュ の{1事をしている途'1'であったことを副明し

た}しかし、彼はなぜてれが血痕も紘も骨子かったのか、ということを以刻弓聞

で説明できなかったー陸軍側パリスタは陪審に対して、実際に彼は)子用カード

を身につけていなか》とと土張した〉結局陪審は見苫の土張を認めなかった{

|訴審において、原告は一極類の新百11拠の提出を求めた。段初に、彼が述べ

たことは、ジャケ 1 1にカードを実際に人れていたことを党えていること、そ

して、それにより川l恨や般のない理由を説明できるごあろう、ということであっ

たη 第 に、彼が撃たれた後、忌識がなくなった時の病院の記録における古類

を提出することを求めた その書類が不すことは、雇用者カ ドを含む持ち物

が確かに符理で彼が話していたカードであった、ということであった{

全員 致で買族院による判決が戸い投され、スカルマン卿が述べたことは、

「上訴人はラ yド・マ シべル ¥Ladd、.1¥..farshall)事刊にあったテストの 2吾

円と 1番日は満たした」ということであヮたo fiJ.l:.拠は亘要であり、それはどう

やら確からしい しかし、最初の}主刊をt両たすよことができなかったr 上副長人(ま

たは彼の弁護人j は、事実を明らかに「る証拠を裁判所に提I中II-J一ることについ

て、台理的な注意を払わなかった。貴族院は 1lT:々の制度は当事昌平義の制度

であり、上必を証明するためのJ証拠を持ッて裁判所にやってくる、とし寸原告

の義務がある」と述べた。さらにスカルマン卿は、 十級存での北アイルラ〆ド

の打席裁判官による侍論 (dictum) に貸成してこれを引用Lたυ「新たな審珂

は認められない、または新証拠は許脅されない。なぜなら、抗-1年の結*は、

負けた側による不注志あるいは誤った記憶によって、または純粋な誤りによっ

て、誘引された(あるいは誘引されたかもしれなLリまたは'1じたからである。」

21訴審においてキ娠される新たな<1'点

持訴院は 般「内に、上訴審において争内を初めて提起することを許可Lない

と思われる。

それ故、ターリン事件1白における、ヘピアス・コ パス (habeascorpus) 11;6 

165 TarlinιRe [1979J 1 All f:R 981. Reは regardi ngの省略であり、土成年計

の名前を伏字にしている行

1川現在、ヘピアス・コーパスは、身柄拘束の合U、性に閑「るは律問題を決定

するためにのみ崩いられる、 7守城・前科書 (i土57)H3F{玄関η

北法58U. 26;)) 2GS [226] 
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に|期する訴訟において、ギブソ〆 (Gibson)裁判官は以 lのように述べたー「ヘ

ピアス コーパスの請求人は、訴訟においご請求人に利「けできる最初の詰求を

済ませておく必要がある 2 以前のr統でやうことができた、それゆえ中われる
べき争点を次の手続きにおいて生じさせることは、手続きの日正出になる 167}」

同乍のメイナ ド事件1出においては、口スキル(R附kill) 首席裁判官は ~l

1、のように述べたり「我々がたびたびイ、裁判所で述べてきたことであるが、論向、

特に市|拠の採否という論占が原審で故意に不されない場介、我々が、初めて本

法廷でその論点を取り上げることを許可するのは、 "1'品に例外的な事刊におい

亡だけである 他に判不すべきことは、この組の争占を隠し持ち続け、控訴院

のために争市を残しておき、科学的検査の 度のやり直しをすることがないよ

うす「詩人に勧告rることである己」
ステアラ〆ド事刊 169では、弁護人が原市で異議中立てをしなかった場合、

裁判所は、証拠請求の採否に関するト訴を計は」できないという、碓岡たるルー

ルを貴版院が却十した しかし、貴校院は目、卜のように述べた口 l弁ぷ人が異

議を巾しすてないことは、被告人が本当に子闘を持たれているかどうか、とい

う疑問に関して一定的意味があるかもしれなし」しかし、上訴のために異議申

立ての珂山を維持するために、その町出 P異議巾立亡をしないことは弁誇人の

裁孟の適切な行使ではないi70c」

1995年コックス事件171で、控訴院は、 l且審で依拠されなかった問題が有罪

判決に刻する上訴訴で存理されたかもしれないことは、まさに不満足な

¥U日制tisfactor可)ことである、と述べた， I耳審において訴追側と原審裁判官は、

説示の中で謀殺に対して可能な防御「段として挑発 (provocaiion) 0)争点m

を加えることは陪審を混乱きせるかもしれない、ということに同忘したベしか

L 、弁諜人は何のlY品市~てもしなかった行原審において被行人側は責任。〉減

殺を王張していたり上訴腎において、被告人側は、裁判 1'，が主党の争内を取り

167 Tarli叩， Re [19，9J 1 All ER 987 
1M! R v¥Iaynnrd [1979] 69 Cr i¥pP Rcp 309， CA 

16U Stirland v [)ドド [1944J AC 315， HL. 

1(1) Ibid.， p. 328 

171 H可 Co文 [1995]Crilll U; 741， CA 

172 jjt売により生ぜしめられた激怒状態 (heatof passion)で犯した故02，0)殺

人は、謀殺(TIlll口kr)ではなく、政殺 ¥m礼llsl札口広hlcr)として軽く処罰される。

[227] 北法;;8(1. 264) 264 
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j)1わないことで陪審を誤導したとキ娠した 2 控訴院は被告人のキ張を支持した

が、上Jト珂111の{口需を迫肘することにより上訴を却下Lた{開訂ト院は、将4との

ために、パ')スタは事実審裁判所に対して義務を負っている、ということが明

不きれるべきであると述べたりもし挑発という防御を支持fる証拠があること

がどちらかのパリスタにより明らかであるならば、その~II 拠を取り扱うことを

裁判'1"¥に求め、陀者に争凸を任せるべきである(". j~JJf院は、これは新たな義務

の定式イヒであり、それゆえどちらか 方のパリスタを批判を寸ることはできな

い、と述べた。この義務が芥理でとりあげられうる一般的なヤての論点に拡張

するのか、あるいは、裁判官が合理的な附審は弁護側の十娠を理解できないと

判断した場合でさえ、明ょにより裁判トイに陪符にこの争市をf工せることを山求

される、挑発とし寸特別な場合だけに適用されるのか、という問題は伐る 17河口

日 服審の僚とドじた問題に関連する新証拠

新証拠が原甘下手を生じた附坦に閑辺する場合、その状況は明らかに異なる し

かし、控訴院は、止、統的な非市に狭い方針を有している。その方針は、訴訟に

は限度があるべきであり、 |分な理由がないのであれば、訴訟が円閲されるべ

きごない、ということに五づく t ムルホランド ミッチエル事件 (¥[ulhol1and

v :¥..fitchcW 17.'1において、原 ;llは司常に重大な傷を負ったが、自宅または通常の

個人病院のどちらかで治椅ずることが可能である、ということを3甲山に裁判官

によって賠償額が訂怖された。原審役、伎の存態が半干しく虫化したことを理由

に卜司トがなされたっ控訴院はそのすト九を証明するためにJ呈出された耕証拠を採

闘した上訴訴において貴校院は、控訴院は令理的にその裁量梓を行使したが、

一般的に、裁判'じが決λじを下すうえでの悲礎が、その絞のilUえてFにより明らか

に誤りであったとされないならば、新百11拠が、裁判官により評僻された不時実

性の問題に悶辿して認められるべきではない、と判不Lた{

新首|拠を'i埋する梓|現に対する控訴院の狭心消極的な態度にもかiJミわらず、

もし持Ji院が選机すれば、 Jや訴院は、証拠能力さえあればどんな証拠でも受却

する権限があることに疑いはな V'oそして、控訴院は自身のiた定でそういった

証拠を詰>1<:し、審用できる}刑事上説法23条に基っくこの1'1111裁景権はギルブぇ

17:1 H可 Cambriはe[l994J 2 AlI E[， 760、CA

17.'1 l¥lulhollanc¥ v 1-1山hell[1 !)71] Aじ666，HL 

北法58U. 26:;) 263 [228J 
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イル(，GilJo.'ilc)事件17"において控訴院により強刑された。そのうえ、新首|拠

を受用する権限は、弁護側同様に#追側の助けにもなる。唯一の制限は、開訴

院がそういった司l拠が7巨去のために必要または適切であると与えなければなら

ない、ということである 件訴院は、誤判は鼎実の人を有罪とすると|司様に、

有却の人を無;)ドにすることからも11-9'るかもしれない、というステアラシド事

件176でのサイモン卿 (LorclSimon)の言葉を引肘している。

事件が控訴院にトl託されたとき(川前は内務大同により、現ιはCCRCに
よ川、新証拠を受理する権限は通市の上Jnの場合より限定きれないひこれは
多くの判例から明らかであるU 例えば、マグラ事件177、スパークス事件"ヘ

スウょピ一事刊川、グレイプス事刊 i加がそうであるつしかし、原昨で採用さ

れなかったであろう証拠を、控訴|濯が受理する場合があるということは考えら

れないr 王.2L委員会は以十のように述べている 181 もし、有罪刊決が宣山さ

れているが、誤判lがとドじたことを示す一証拠能力のない乱拠があったならば、控

副院よりむしろ困玉大権 (Ro、31Prcrog31i叩 01、Jcrc:)により収扱うべきであ
る(つまり|す委貝会の見解ごは、も LJ采川されるよう求められた耕証拠が、

証拠法制lに基つ手き認められないならば、控訴院はそれを受理すべきではない)。

1966年の刑事卜訴i1、案に関「る議論において、同のいl務大巨は以下のような

見解を述べた{すなわち、どの証拠が探崩できるものとして取り扱われるかを

決定することは、控訴院にとって本質的な問題ごあるけれど、控訴院は、;正拠

のr"併に関1る以前ぴlT続により拘取されないし、控訴院は、山来る限 1)誤判
がないように「るという原則に照らして手続を再検討できる L、されるであろ

う、と 13:O

ドノヴァン委民会は、し、かなる誤判もできるかぎり、 i~けられ、止されるよ

うにするために、控訴|沈が新吉11拠を審理する権限を行使するという意味で新吉11

175 H.χGilfoyle [199SJ NLJR 1720‘CA 

171I Stir13ncl v DPP [19H] . .i¥C 315 al 32/1， HL 

177 R ¥'、IcGrath[1949J 2 All ER 49S， じじA

173 R、Sp3rkcs[19，'56] 1 ¥VLR 505守じじA
"リ R可 S'wal町 [1972J2 A 11 E[， 1094 
13(> H.χGr3ves [1978J Crim LR 216， CA 

1m Rcporl， op.ciL (foolllolc 1礼bovdp.176， para 67 

13~ Ha日間rc1[日正J311 <¥p，11 印刷、 col722，P.SOl. paraI3::i. 

[229J 北法;;8(1. 262) 262 
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拠の採用を解釈している、と述べた1久委員会の与えによると、もし、原審

で有効でなかった証拠についてその条件が無くなれば、抑止再院はその証拠を採

用するかもしれないーそして、委員会は、控訴院がも L~II 拠が関連性をもち、

信同問があり、さらに陪腎に証拠を見せることがむきなかった珂111について合

理的説明ができるのであれば、 次的な首|拠は J受け入れられるべきであると勧

山した

7Ji証拠に関する王立委員会の見解

|す委員会は、新証拠に末っき認容された卜訴は比較的まれごあったと述へ

た JLSTICE 報山によると 19削年において 102刊の上~J~~'c:，1予があり、新証拠に

来づく卜訴は G件であった。 1992芹においと102件のうち 4件であった1ぺ
委員会は、刑事上Jf法23条におしミて表明された制定法の枠組みを広範に誌め

たが、おそらく控訴院はその惟隈を非常に狭く解釈したの Pあろうと指摘した乙

作Jt院は、何らかの疑いがあれば新証拠を詐坐するべきであることはもっとも

である己新証拠は担j立される可能性があるし、たびたび紅造されるであろう。

被i11人とその弁護人は、右罪判決という山来事において、彼らが)fi呈するどん

な方11-、でも、控訴院に対Lて他の防御することが向山であるという、中なる手

続上の流れであると原容をど慮しないように寸べきである

一方で、新~IE拠が真t丈であるならば、控訴院は、 卜訴人のひ疑を日計ら仁ま

たは少なくとも有罪判決について重大な疑問を投げかけるであろう、という可

能性に気づかなければならないI!j!;控訴院は新証拠が原審行長川できたのか

どうか、そして採闘できたのであれば、それが示されなかったことに台理的な

説明があるのかどうかを考慮しなければならなし」委日会は、控訴院の態援が

時には過度に限定的であり、 般に控訴院は炊くよりむしろ!ムく新訓拠を取J]!

うべきである、とヱ張した 187

18~ 'Rcport o[ thc Intcrclcp3rtmcnL31じommillccon thc Court o[ Crimin31 i¥ppC31' 

(1965) Cmnd 2755 

i剖H.eport.op.cit. (footnote 1 abo可e)p.172. p3r351 

lN" Ibid.， !inra .35， p .173 

18(i Ibicl.， para ;:)5， D.l7:5 

18i Ibid.， para .36， p. 1 7/1 

北法58u' 2(1) 261 [230] 
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従って、剖人がNrlつを変えたい場行、控訴|沈が非常に注意深く矧祭すること

は地切であるが、証人が生えたいと思う以前の証言を Lた用111について、何ら

かのfT埋的な説明がある場介、控訴院は百I:~ を J受け入れるべきである

刑事上品法23条によると、持CI千院は、新証拠が「信「けできるようだ(Jikel:y

lo hc crccliblc) J ということを審査しなければならない二F.¥'1.委員会はこの

テス!は限定的過ぎるという見僻をとったりそのテストは「信用に位する

(，叩山1('of hclid) J に変えるべきであるということを委員会は全員 致で勧

トーした{これは、作Jf院に止義の執行をよりよきくさせる少々広範な公式声明

になるであろう 1山 この勧告はE何年刑事卜訴法4条により淫成された

玉、再審理 (retrial)を命ずる権限

以上では、新証拠の受理に関する作Jf院の態度とそれに対守る反比、について

述べた そこで、新証拠の受理が認めりれたとすれば、再審理が命ぜられるの

かとうか、という附担が生じる。そこで、再拝理の権限はどのように用いられ

ているかについて述べる

1 再審珂 (rt'traial) を命ずる権限

1988イ|まで、刑事事件における円常理を命ずる権限は、控訴院が新証拠の"高

:kを許可した場合にのみ存在したυ 再審珂を命「る権利を況Aしている条丈は

196811刑事上訴法7条であった行

196811刑事上訴法7条 1項

「控訴院が有罪判決に対する卜訴を認容し、[さらに本辺、の2:J条に悲っき受

理される、または J受理される WJ能性のあるNrl拠を根拠とすることによってのみ、

上訴が認す千きれる]1 Dl、そして止義にかなうと考えた場合、上山人に内審却を

命じるコ」

188 Ibid" para .37， p.17/1 

1対日 Cl-illlinal Appeal Act 1968、s. 2:-] (2) 

19(> H.eport. op.cit. Cfootnote 1 abo可e)p.174‘p3r3 60 

1り1 この大括弧内の丈弓は19S5f刑事司;1、法43条により取り除かれた。

[2:Jl] 北法;)8(1'2引))2以)
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再審理の規定によると、先行する f杭がない場介、仔えば陪審が評決に達し

なかったような場合、内訴院は新たな者用 (newtrial) を命令することがごき

る〔かつて、控訴院は、法律違反により審理が損なわれると、新陪審{j集令状

(刊日irede nOyo) 197.により持itこな者珂を命じていたり刻F再審百集令状の命令に

よると、控訴院は、審理が品初からJuc効とされることを決定しなければならな

し為。

ローズ事件1引におい亡、裁判官が町I審に決定を急がせるためLL力をかけた

ことが刀之された事案において、貴校院は謀殺の有罪判決を岐棄した。しかし貴

族院は、審理が有効に始められた以九新附審百集令状は命令ごきないし、そ

の砕理が最初から無効であるとは言えない、と判示したっ

控訴院が再審埋を命令する 般的な佐限を持つべきかどうか、とし寸問題に

ついてはタッカー妥員会(theTucker Committee) 19叫により 1954年に、そして

1964年には]l"STICC委員会によっ亡十分に検討されたハタッカ一委員会は再

詐理を命ずる一般的権限があるべきかどうか、について s)J3で分かれたひ

JUSTICE委員会は、佳成9票、 lぇ対4票にわかれた。山委員会も、剥証拠があっ

たときは、円存理を命令寸る権限があるべきということについて全員が 致し

守一手

~、J

円?作]!Jiを命令する一般的権限は 1988 イ|刑事可法法~3条 19:，として法文化され

た j 裁判所が正義にかなうと考えればいつでもそれが適川される μ これは中に

196811刑事上訴法23条から丈芹を削除しただけであった。

現在、再審珂を命令「る権限は一般的なものになり、もはや新証拠Tト件に限

定されなし」しかしながら、元来少ない内需理の命令件数が大きく担えること

は怖かった(， 1989年8月かり1991年3月までの19ヶ月のうちに、控訴院が再審

理を命じたのはたった叫Tであったiへこれは、 1966年かり1968年までの 2年

1りL rrf'i審の評決に誤りやJr，jjじがあることを埋出に、村jめの町審による評決を否

定するとともに、事実d再7刊をrtJ.ひ1丁うべく新たに陪平年員を召集するよう命じた

令状のこと。

1町民0町 [1982]2 All山 7:-H，日し

i仁川 Rcporl 01 lhc DcpartmcnLal じommiucc011 NC¥-¥ Trials in CrI1孔lIO<l1Cascs 

1954， Cmnd 9150， cited frOlll I'vLi乙-tnde人oj).cit.Uootllote:-3札bove)p.591 

195 Criminal Justice Act 1988， s.43 

1% II目印rd[IIC] 11 ¥[λrch， 1991， ¥'01 187. c01 361-2 

北法58(1-25:>)259 [232] 
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聞に新Erl拠の埋由のみで 9件、 1981乍から1986年の 5干の問にH件。〉再審理が

あったこととんきく生わらない19，しかし、注同すべきごあるのは、 1992年
から1995{ドに再審理の数は、それぞれの年特に12件、 20件、 31itそして5'1件と

明加したりこの数字が不すことは、持品院がその事柄に対する態度を色、i敢に変

史したということである 2

王JL委員会は J~JIf院に対してもっと再審却を命ずるよう強〈主張したl山{

--:-r委員会は、再審理は、控訴院が[){I'審の判断を先取りして、抗論的 f沼1Iをt

ることを日避「る上で魅力的な解決占法である、と述べるひまた、王立妥員会

は、控訴|淀がイ守山判決に疑いを持っ亡おり、より十分に吟味された証拠または

主張を市理したい場合、円'i'r~理は手続きを進める最良0) ノら法であろう、と考え

るU

しかしながら、もし何らかの理的で門市理が不可能であると目、われる場合、

何をすべきかということに閑し亡、 --:-r委員会の意見は真ヮ二つに分かれた。

委員会的 6 人のメンバーは、そういった状況において、作~n院は有罪を破棄し、

無罪を言いi度「べきであるとした。その理由は、再審理を求めるためには行出

がが、りだったかもしれない (mi只hLbc山 lS;l[C)、という決定が既になされてい

なければならないからずあるべ 方ご、残 1)のろ人のメンバーは、そういった

状況において控訴院は白判寸べきであるiへと主張した。

再審珂がある、または再審珂がないことについての司U、の利誌は、貴族院に

よりリンチ事件m、十区術院によりホルダー事件~01およびオピュイ・クワン事

件:!():!で考慮されたベ控訴院はそれぞれ日年役、 4年後、 3年絞に再審珂を命

じた。

タソカー委R会によると、再審珂はオーストラリア、カナダ、ニコーシーラ

シト、セイ口〆で|分に機能していた〕ナイトは19281t以来の北アイルラ/ド

においご再審珂の広範な乎'I加があったことを指摘したりそして、1954年から1964

197 Patrick 0'C01100r， 'The COLLrt of Appeal: Retrials and Tribulations' (1990) 

Criminal Lmv Rcvic¥v， 11P.61.3，622 

1り1) Report. op. cit. (footnote 1 aboye) p.17;，). p山 a6;') 

109 Ibid.， para 66 

21)1l DPP ¥' Lynch [1975] 61 Cr App f<ep 6礼tpp.16， 22 札口d47-48， IIL 

201 Holder可 R[1978J 68 Cr App Rep 120， PC 

以)~ /¥u P山 Kl
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千下の期間で有出事件を破棄した全てのうち 4jfの3で再審理が命令をされてい

た、と指摘した M

2 新証拠事件における円審用と 11判

テやプリン卿 (L川d仏、lin) は、控訴院が、有出判決の破素または但書の適

問により、疑わしい事件を判断することで|情審の機能を奪い始めた、と強く主

Utした川。彼は、占三和Jにスタブオード事件三川を、次にルートン殺人宇{牛ど(川争

取り上げたひルートン事刊では、決定的な持lたな証拠があったのに、作，Ife心は

再審理を命ずることを繰り返し+R絶した。
スタフォード事刊における貴族院の刊不によると、和証拠のある事1'1におい

て挫訴院の仕事は、控訴院が評決が誤りであり、有山の碓1，jに淫していない

(unsafe ancl unsatisfactorv) かどうかを決定することである{貴政院は、作

訴院は証拠の亘要性を考慮すへきであるが、証拠がどういヮた影響を町J審に及

ぼしたのか、というよことに関する疑問にはそれほと抑説此白身が関与するべき

でない、と判示した。一方で、デプリン卿は、控訴院が陪審の機能をすうとい

う理白でこのアブロ チを強く批判した207 彼的見解によると、スタブオー

ト事件に坦加されたルールについて、スタブオ ドは陥審にょっとというより

むしろ、裁判官と|宕存の混ざった裁判体により、有罪判決を''!2けなかったので

あるυ 実際に、 H下のところ新正拠の影響力を許価しなければならないのは裁

判官である。もし控訴院が評決について台理的な疑いを持たなければ、陪守下が

合珂的疑いを持ちえた、ということを考慮Lないことになる A 逆にいえば、も

し控訴院が、陪審が新証拠により明らかになることについて令理的な疑いがあ

るであろう、と述べたならば、それが自昧，-ることは、控訴院が合珂的な疑い

をもっている、ということである山ヘ Lかし、デブリ〆卿の主張するそのh

針の危険件というのは、 J~JJト院が陀群の結論を誘三与することがごきる、という

山市 Kni只hl，op.ciし(foolnolr130 nbovc) p.151 

山 4 Uevlin 'The Juclge' (19，9) Oxford University Press， pp.148-176 
m 

山 TheLuton T'v[urc¥el-Case 

207 D引 lin'TheJuclge' (19i9) OUP， pp.148-1i6 

氏以 Slaffordv Drr pcr Lonl DilllOrnc al p.893 
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ことである o

m訴院のアプローチはパーミンガム・ンツクス事件において明言きれたり持
訴院が適用すべき/ぷ|に|羽して、控訴院を拘点する貴族院の先例すなわらスタ

フォードポイ斗が参聞できるつその方針は、本事件に関する1988年判決別で持

訴院により以卜のように要約された c陪審が導いたであろう結晶は何か、と

いうことをJ雫叫陥11身に司Iねることにより、 J宅九千院はその見Wiをキ:証すること

を好むかもしれないが、長終的に我々が判断Lなければならない間堕は、f>f'i審

が布理した証拠による陪前評決と、我々が市理した本裁判所に存存するtJi証拠

の両方を含む訴訟のあらゆる状況の下で、イミ以判決が誤りでなく、確信fに淫し

ている (szlIeanc¥ satisfactory) かどうか、という疑問である。もしそうであれ

ば、有:)ド判決は維持されなければならい。もしそうでなければ、有リド判決はI政

棄されるべきである

王立委員会は、もし作両院か結果として新証拠のEf響を判断行1ば、作Jf院

は陪審の機能をすう、というテブりン捌!の批判を検討した"す委貝会l止、

新証拠が有罪判決について明らかに決定的である的で、控訴院が右罪判決が誤

りである (un別fe) とナる、 tなわち控訴院が有罪判決を破手伝 jーベきJ品合を除

いて、デプリマ/@~にH意した。その他に、訴言の結果に彫響した可能性のある

証拠に関連性があり、信用性があることに本づいて新証拠とすることを認めた

f晶子干に、それが利岡不可能、あるいは不己、以ということがなければ、控訴院は

再l支のナド丈審珂を命Fべきであるとしたμ 上立委f司会は、他の証人に会ってお

らず、彼らのNiEfiも閉し、ないのだから、控訴院は、陪需における新証拠の最終

的な信同性および影響を評価するための適切な裁判I~iではない、と述べる ::!l::!

新吉11拠に基づく|訴審において、再審理ができない、あるいはその他必要で誌

ない場合、土よ委員会は、件訴院が11判tる以外の選駅肢はない、と令員一致

川パーミシガム ンソクス事件は、誤判が認められ、内務大「日の付託がなさ

れたポ件であるυ ここで述べられた1988年判決は内務AL正のf寸託を受けた控訴
院の判決のことである。

211l l'vIcIlkenny jJゼrL10yde Lj 

211 H.eport. Op. cit. Cfootnote 1 above) p.173. para 62 

~l ~ Ibid.. p .175. p礼lλ62
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で判断した:!1:-l

実際に新証拠についご判断tることの義務を件訴院から取り除く方法はな

い〕なぜなら、不μJ避的に控訴院は、百11拠が信用性と重要性をもっかとうかに

ついて判附しなければならないからである。これは陀群の役割を奪っているの

ではなく、控訴院は旨11拠の信用性と重要性の与慮をι然的に伴うのである〔

六、司法審査(judicialreview)による上訴

ここからは、女王座部による μj法精査について述べるつこの手続きは主に治

安判事裁判所からの卜訴事件に関rるU また、子続きが控訴院とは異なり、さ
らに刑事事n'?ff査委員会 (CriminalCases Revi刊 Commission)の決疋に対す

る不服用すの子政となりうる。

女王座制;0)合議法廷¥Di芯isionalCoun) は、治安判事裁判所の判決が山タ人

的?誌のルールを満たさないこと、あるいは裁判権がないことを埋出に、その

判決を破~-9る権限がある ο この手続きは、古い特権であるサーンオレイライ

(certiorari)の救的拍置による。サーンオレイライは最同法院規則53条:!11(こ

基つ手く、司法存査の"古求である行この梓限が行使されるのは、治安判事が裁判

権を持たなかった、あるいは忠志または f断に影粋を受けた、というl0tがあっ

た場丹、または治安判事が被(11人に訴訟に出席することを詐可しなかった場台

などである ::!l~司i1、審有請求は、本案の実質的問題に対してではなく手続に

刻してなされる。訴追測が、偽証とされた官誓証アマによって利益を得た場台、

その請求がなされた事例がある二1討。しかし、その問題は手続きが正況である

かということになっている。 19í311 判例~217 において、控訴院は、サーンオレ

イライの案件についしその方以の止しさを尊illしながら、同手裁判I~iの判決

:!l:1 Ibid.. ]).175守 p礼lλ63

ツ14Rules Supreme Court Order， r， 53. 

~l ，) R v Thamcs r-..-Iagslrmcs' Courしは pr叶cmis[197，1] 2 1¥11 ER 1219， DC 

円 pは司訟審脊の対象となった1"の事件の被告人であることを表仁
2凶 Rv LciccSLcr Rccorclcr， cλp Wood [19，17J 1 1¥11 ER 928 レコーダ

Weconled とは非自動裁判官のこと。年間に約 li週間、裁判官として事件を

併理する 3 しかし、それ以外はパリスタあるいはゾリシタとして働く{

~17 Rも ¥VCsL Snss('x qn礼rlu弘、SSlOllお， cx p へlbcrl礼nr1Maud JOhllおりnTrnsl Lld 

[l9TiJ :1 AII ER 289， CA 
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を破烹するべきであると与えたコ判決に対する!訴はJucかったが、その後 五

当事者は、判決の没更を求めるのに十分な証拠を発見Lた{女と七阿部はサーン

オレイライの請求を却卜 L、それについて控訴院は、デニ/グ卿(LordDcnnin引

のlぇ対昌見はあったものの、|可忘したりロートン裁判'1"';とオル裁宇IjY: 

(Lawloll and Orr LJJ)が判示したことは、サ」ンオレイライが、単に新首|拠

が発見されたとし寸根拠により、 卜級裁判所の判決を破棄することは芯められ

ない、ということであった。サーンオレイライが認められる恨拠は、形式と干

続きの取抗に制似されているが、この砕理に1i'1fJIEは無かった。反対邑見におい

亡、デニング仰は、証拠がおそらくい用でき、結果的に亘要な影響をもつであ

ろう場合には、事理で相当の}土Eをもってしても売見されえなかった証拠によ

り、サーンオレイライの子段がとられるべきである、と述べた。

しかしながら、 1!179年ホ一トン事ilc18において、サーシオレイライにより

請求できること、または請求できないことの聞に事前に引かれた境界線は、 Wi1

昧にされたように忠われる 219 この事刊において、被山人は相当の注意を払

わF運転したとして、有罪判決を受けた。その1麦、警祭は、審理以前に会って

はいたが、】高求しないことを決めた一人の証人のれ聞を、被fIl側のソリンタに

通知したり彼らの供述は被告人のすト九説明にとって有川であったμ ムーじ阿部は

19í3 11 判決~21)を参照しながら、申 υ ての根拠が、重!t: な新証拠によけ明らか

にされることである場合、サーシオレイライが認められないことが明らかに

なっている、と述べた。しかし、申ιての根拠は、 l訴追側が知っているが、
請求する立田がない補助的な証人を通知されるという請求人の本質的な権利に

訴堪側が応じなかったことによって22iJlf古求者が白然的正義の法則のもつ利

訴を李われたことであったυ ウ fジJ アリー卿 (Lord¥Vidgery C1) は、問題

が技術的なものであり、1(難ペコ耳』実のイ、置がこの請求者に対Lてなされたこと

は明らか「あるから、問題の-lii-嬰件すなわち、サーシオレイライの射程内にこ

の問題が当たることは、長ぞいのないことであると述べたーホールズペ Tトー法令

~W R v Lc、landJu剖;c凶， Cx p Hmvlhorn [19i9J 1 . .1¥11 ER 209 
"日 Zander，op，cit.Uootnote:-l a"bove) )).596 
22(> R、羽目LSUSSCX Quartcr Scssions， Cλp . .i¥JbcrL <lOd :tI.1aud Johnson Trusl Ltd 

[1973J 3へ11CR 289. Ci¥ 

円 'llχLeylanclJLlstices， ex p HawtllOrn [1979J ， All ER 209 at p.Zl0 
[237] 北法;;8(1. 2;;4) 2;)4 
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集 (Halsbury'日 Lawso[ Englancl) において、品録|の敗凶行為、通謀、 「杭

の欠陥、訳りがあった場合、有効となるサーシオレイラ fについての百及があ

る〔自然的iE誌のルール違反についてのつ及はないが、これが請求。〉基礎とな

りうることに疑いはない もし、補助的な証拠が考慮されなかったとし寸事実

を埋白に治'久判事裁判所が非難されることになっていれば、問題は祉かったで

あろうじしかL、この非難はJf迫仰lに対してなされたりウインユアリー卿は以

下のように述べて、イミコド判決を破棄した。「我々はこのことについて作意沈く

考えた{なぜなら、どちらにせよ判決の結果は魅力のない特徴を持つ、難しい

事件であるかりだ乙しかし、もし詐欺、 i血謀、偽証、つまり裁判所自体に影響

を与えないことによって、有罪判決を破棄するためにサーシオレイライの請求

が認められるならば、我々は、被告人を公平な審理に付することを妨げた訴沼

肖のぷりが10J様の領域に位置づけられるべきある、ということができるれ我々

は、自然的花誌の明確な否定があった、という結論に淫した 非は訴迫側にあ

i)、双判所にはないよことが十分に理解してしミるが、我々は、有罪判決を破棄す

べき問題であると考える

この判決の解釈は重l立である行というのは、女王座部が提起したことは、申

立てが裁判j~Îの当設訴訟以外 P起こった何かに志づいていても、/，(よ阿部が不

1下がなされたと強く感じた場台、熟慮の上でl清求を進んで拝認寸るかもしれな

い、ということだからであるμ1973年判例における境界線が殴昧にされている、

とし、っ7ニ市はここである

同様の判例と Lて、サイ Yブリジジ事件2:!:J (万引き事件において私立探偵

の証拠によけ、被(11人が25察宵から主義組された事実により不利益を被ったこと

がその後わかった場合、有罪判決が伎楽されたは)、リパプールポ件出(警察

官の下めオl百Lていた供述が審埋または!訴で長見しなかった場介、有坪判決

が依某された。)ヰングストンボ件2~) アルコール測定昔話 (Lion Intoximeter) 

の自動口盛装置に欠陥があったことが、その後発見された場介、酒fflいj逗転

(d ri n k -0 rivi ng)の有罪判決が般宰きれた。)がある〉

2:::2 Ibid.. p. 211 

223 H.χCrown Coun at Kni油国bridge.ex p Goonatilleke [1986J QB 1 

~2-1 R v Crown CourL al Li山 rpool，cx p Robcl凶[l98GJCrim LR G22 

ツ '~5 R v Kingston llpon Thames Justic目， ex p Khanna. [19同] RTR 304 
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第三節小括

この章では、泌 節でイギ')スの u詐制度。〕基本的構透、約一節で具体的な
上Jト手続について述べた

治 節で述べたように、イギリスの|訴は非常に複雑である。この複雑さに

より手続の煩雑さをおイき、さらに裁判所の資抑配分を非効率的なものにしてい

る U 資源配分の非効井性に閑 L-C端的な例を挙げると、選択 WJ 能犯 :j~における

陪不思と1'11選択をしながら、有罪符弁をする被山人に関する問題が挙げられるひ

例えば、選択 uJfl~~日以には窃採が含まれており、治安判事裁判所で裁かれるべ

き、ほんの出制な窃盗に関しても陪昨裁判が選択できてしまう。また、単に有

:)ド判決を先延ばしにするために、 [:{I'審裁判を選択すること被告人もいる:e:!ti

実際に、これらの同担を解決するために、刑事裁判所の統合が抗言されている 227

しかしながら、 方で件裁判所がそれぞれ防視しあい、それぞれの考えを有宇

るよことにより、より健うでな刑事μl法が形成できるという、考えhもできるη

また、第一uuによると、イギリスにおいても日本と同様に、 1自主手続と J丈体

的真実の相克があることがわかる。これは、特に新証拠的取り扱いについての

論述で顕著であヮたはまた、 卜訴!'甲山の「誤りがあり、有罪の確fロに透してい

ない (unsa[c3nd ullsatisIaclor}") JとL、う文台もこれを表しているといえる。

すなわち、 C"日制tisfactor可」というよ言は名証拠から判断して、有罪かどうか、

という刊闘を示1-0-}jで、 IunsaIcJは適正 F続的判断をも含んでいると与

えられるり 1995年刑事卜訴叫、において、ト ~Jff甲卜Hの判断は Ill1l日feJー需になっ

たのであるが、それはまさに、この一つの判断をほやかしてしまうことになり、

議論されるべき占であろう j

また、再審理の命令の増加に闘しても注日すべきである。事実認定に対する

介入を非常に嫌う、イギ')スにおいて『ら丹審却の命令の必安伸があると判断

されている。このことはとりもなおさず、1liL辛の1sb斉は法的'k5l::'性に優先する

という認識がなされ、実務における Ir1lj者の比率が前者によさくかかってきてい

2213 般的に、|培存裁判にはその準備に時IUJがかかり、被i11人が有罪を認めた

としても、治安半IJ'jJ裁判所ご裁かれるより判決がI中Iるのに時間がかかるい

フフ7じriminalCourts Re可iewRobin Au!crs SLlmm3ry of his review repon' 

(h IIp:// ¥v w ¥v .criminal.courl公r仁、lCW川区Uk/SU11lIllary.hulll)
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イングラ/ドおよびウヱールズにおける刑事上訴制度・紋j斉iljlj.~を(1:1

る流れを示している〕そして、この流れを示すうえでさらに顕告である、

CCRじの創設に関しては次の:r;t-c述べたい口

北法58U. 251) 251 [240] 


